
 
 
 
 
 
 
 

第４章 将来の事業環境 
  





第4章 将来の事業環境 

4－1 人口の将来見通し 

本市の人口は、高齢者人口は当面高止まりするものの、生産年齢人口の減少、出生数の減

少により人口減少が続いています。新たな産業の受け皿づくりや、都市機能の充実化、若年

層の県外流出化等の対策を行わなければ、将来的に同じような減少傾向が続くと考えられま

す。 

このような状況のもと、市では「奥州市人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」という。）

において令和 42（2060）年までの人口目標を定め、合計特殊出生率の回復に取り組んでい

ます。 

人口ビジョンでは、令和 27（2045）年の将来人口は、90,076 人となり、令和 6（2024）

年度実績値 107,170 人に対し、-17,094 人（-16％）を示しています。また、国立社会

保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）では、同年人口を 76,276 人、令和 6（2024）

年度実績に対し、-30,894 人（-29％）としており、人口ビジョンより厳しい減少傾向を示

しております。 

本計画では、人口ビジョン策定時より時間が経過していることから、最新の実績において

各地域（水沢、江刺、前沢、胆沢、衣川）のコーホート要因法による推計を行い、人口ビジ

ョンおよび社人研との将来予測値を比較しました。 

結果、人口ビジョンと社人研の中間に位置するコーホート予測値を採用し、令和 17（2035）

年の将来人口は、93,205 人、令和 27（2045）年では 78,849 人と推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4-１ 将来行政区域内人口の見通し  
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4－2 給水量の将来見通し 

給水人口一人当たりの有収水量（有収原単位）は、270～280L/人/日でしたが、核家族

化により世帯当たりの人員が減少し、一人当たりの使用水量が増加する半面、水使用機器の

節水機能の向上や人々の節水意識の高まりにより減少傾向となります。 

さらには、行政区域内人口の減少と同様、給水区域内人口ならびに給水人口の減少により

有収水量全体は減少し、一日平均給水量・一日最大給水量も減少する見込みです。計画目標

年度の令和 17（2035）年度の計画一日最大給水量は 32,896 ㎥/日で、令和 6（2024）

年度実績 36,721 ㎥/日より 10％の減少が推測されます。 

さらに 25 年後の令和 42（2060）年度には、計画一日最大給水量は 21,391 ㎥/日とな

り、現状から 42％減少する見通しです。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4-２ 給水量の将来見通し 
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第５章 奥州市⽔道事業の⽬指すべき⽅向 
  





第5章 奥州市⽔道事業の⽬指すべき⽅向 

5－1 将来像（基本理念）の設定 

水道は、市民生活に欠かすことができないライフラインであり、H30 ビジョンにおいて

は、本市水道事業の目標として「安全で安心な水道水を安定供給し、災害にも強い施設整

備を進めます」を掲げ、これまで安全な水道水を安定的に供給できる体制に取り組み、事

業を推進してきました。また、第２次奥州市総合計画で掲げられている“地域の個性がひ

かり輝く自治と協働のまち 奥州市”というめざすべき都市像を具現化するためにも、将来

にわたり市民の生活を支え続ける水道事業を継承しなければなりません。 

水道事業を取り巻く環境は、人口減少や節水機器の普及に伴い、収益が減少する一方で、

老朽化する施設の更新費用の増大と自然災害を踏まえた施設耐震化など多くの課題に直面

しています。また、水質管理体制の強化や、災害時の応急給水体制の確立など、多様化・高

度化する市民ニーズに的確に対応する必要もあります。 

このことから、現況における課題、将来の事業環境の見通しを踏まえて、R7 ビジョンに

おいては、「安全・安心な水道を次世代へ継承」を基本理念に掲げ、その将来像を実現する

ための施策の展開を図っていきます。 

 

 

 
桜屋敷配水塔  
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5－2 基本方針及び施策目標の設定 

H30 ビジョンにおける主要施策の進捗状況と本ビジョンの市民アンケートの結果などか

ら整理された課題としては以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 5-1 現状における課題概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強 靭

■施設の統廃合、ダウンサイジングによる耐震化の推進

■重要施設管路への耐震化の推進

■災害時における近隣事業体との連携

■災害対策マニュアルの充実

■災害時における重要給水施設の給水確保

■災害時における利用者との連携体制の構築

■利用者の防災意識の向上

安 全

■気象影響を踏まえた水源の確保と保全

■水質基準の改正に対応した水質管理体制の強化

■施設及び管路の老朽化対策

■使用者への水の安全性に関する広報の充実

持 続

■将来の事業環境等を見据えながらの適正な料金改定

■胆江広域水道の計画を踏まえた効率的な整備の検討

■維持管理のＤＸ化・省力化の検討

■高効率・省エネルギー設備導入の推進

■業務の効率化、適正人員の維持及び技術継承

■広域連携による取組の推進

■官民連携（ＷＰＰＰ）の検討

■顧客サービスと利便性の向上
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これらを踏まえ、基本理念を具現化するため、新水道ビジョンに示された「安全」「強靭」

「持続」の 3 つの視点により、次の基本方針を設定します。 

 
 

 
 

安 全 ・・・ 安全な⽔の供給 〜 市⺠がいつでも安⼼して飲める⽔道⽔を供給します 

強 靭 ・・・ 災害に強くたくましい⽔道 〜 ⾃然災害による被災を最⼩限にとどめ強い
⽔道を⽬指します 

持 続 ・・・ 将来に向けた持続的運営 〜 次世代にいつまでも安全な⽔道⽔を安定し
供給し続けられる事業運営を⽬指します 

図 5-2 奥州市水道事業ビジョン体系概念図  

将 来 像（基本理念） 

基 本 ⽅ 針 ・ 施 策 ⽬ 標 

具体的な取り組み（事業）

安全 強靭 持続

79



人口減少社会が進行している現代において、水道を取り巻く社会環境、情勢の変化を的確

に把握しながら、安全な水道水を強靭な水道システムによって持続可能な水道事業を子や孫

の次世代に継承していくためには、基本理念や将来像を踏まえた施策目標を明確にしておく

必要があります。 

以下に示すように、R7 ビジョンでも引き続き、H30 ビジョンでの３つの基本方針とそれ

に対応する 10 項目の施策目標を明確にし、これらを踏まえた主要施策・事業の推進に努め、

将来像を目指していくこととします。 

 
 

 
図 5-3 奥州市水道事業ビジョン施策目標 

 
 
 

5－3 施策の体系 

「安全・安心な水道を次世代へ継承」という将来像（基本理念）の実現に向け、R7 ビジョ

ンにおける施策体系を次頁のとおり掲げます。 

各施策目標における主要施策・事業については、「第 6 章 目標達成のための実現方策」に

て整理します。 

 

安全
安全な⽔
の供給

• ⽔源の確保・安全
• 安全な⽔の供給
• ⽼朽施設の改良・更新

強靭
災害に強く

たくましい⽔道

• ⽔道施設の耐震化
• 緊急連絡管の整備
• 災害時応急対策

持続
将来に向けた
持続的運営

• 健全経営の推進
• 計画的な事業の推進
• 効率的な事業運営
• 顧客サービスの向上

安
全 

安
⼼ 

⽔
道 
次
世
代 

継
承

<将来像> <基本⽅針> <施策⽬標>
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図 5-4 奥州市水道事業ビジョン施策体系図 
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第６章 ⽬標達成のための実現⽅策 
  





第6章 ⽬標達成のための実現⽅策 

6－1 主要施策 

安全な水の供給 

（1）水源の確保・保全 

気象影響を踏まえた水源の確保 

本市における自己水源は、取水量や水質の面で不安定な要因を保有する水源がいくつ 

かあること、また、夏季・冬季の渇水時期に水不足に悩まされる施設も存在しています。 

こうした自己水源は、用水供給事業の受水計画に基づいて、統廃合を図りながら順次、

広域受水に切り換えていきます。 

 
水源汚染リスクへの対応 

本市は、肉用牛の飼養経営体が多く、このような環境から、本市の水源には、未処理の

生活排水、畜舎排水や農薬による汚染リスクが懸念され、水源保全上の課題となってい

ます。 

平成 25（2013）年度に水安全計画を策定しましたが、リスク・要因・維持管理上の

課題等を再度整理したうえで随時見直しを行い、水源周辺の監視および管理対応など、

水源保全に努めます。 

 
  

横岳前山浄水場全景 横岳前山浄水場膜モジュール 
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（2）安全な水の供給 

水質管理体制の強化 

水安全計画において、水源から給水

栓に至る各段階での危害評価と危機

管理を行う水道管理システムを構築

しています。 

市のホームページでは、年度末に次

年度の水質検査計画を公表し、これに

基づいた検査結果を随時公表してい

ます。 

水質検査は岩手中部水道企業団等

へ、放射性物質の検査は、国土交通大

臣および環境大臣の登録を受けた業

者へ委託しています。引き続き水質管

理体制の強化に努めるとともに、非常

時における速やかな情報提供方法の

確立を図ります。 

 

新たな水質基準への対策 

令和 2（2020）年度から有機フッ

素化合物である PFOS、PFOA が水

質管理目標設定項目になり、検査を実

施していますが、令和 8（2026）年

4 月から水質基準に追加となります。

水質管理体制の強化とともに、新たな

水質基準への対策を行います。 

 

適正な水圧の確保・維持 

一部の配水区域においては、配水池との高低差が大きいことによる高水圧地域があ

り、漏水の原因のひとつとなっています。その一方で、給水戸数の増加等により、時間

帯によっては低水圧となる地域も存在しています。 

適正な水圧で、水を安定的に供給するため、減圧弁や増圧ポンプの設置および配水管

口径の増径を行うことで、高水圧による給水施設の破損防止や、低水圧での水量不足

の解消を図ります。 

 

 

 

玉川浄水場 

万松寺受水配水池 
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鉛管の解消 

鉛製給水管については、水道創設当時から昭和 50 年代頃まで給水管材料として広く

使用されているため給水管台帳や図面に記載されていない鉛管が多数あり、漏水修繕工

事や布設替え工事等で発見された際に併せて更新を実施している状況です。鉛管は、現

状把握および更新計画の整理を行い、計画的な更新に向けた更新計画の策定について検

討を進めます。 

 

（3）老朽施設の改良・更新 

老朽構造物および施設の機器更新 

基幹となる水道施設・機械設備・電気計装設備・動力設備において、法定耐用年数を超

えて使用している老朽化および経年化設備が多数存在しており、安全・安心な水道水の

安定供給を図るためには、これらの施設・設備の計画的な修繕、改良および更新が必要で

す。そのため、施設の重要度や供給への影響度、実耐用年数も踏まえ、優先順位を決めた

うえで、施設の統廃合と併せて計画的に老朽構造物および施設の機器更新を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新深沢ポンプ場 ポンプ設置状況 

羽田高区加圧ポンプ場（全景） ユニットポンプ内部 
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老朽管の更新 

本市における管路施設は、法定耐用年数を超えた管路延長の割合である法定耐用年数

超過管路率が年々高まり、また漏水等によって有収率が全国平均より低い状況であるた

め、老朽管の更新が課題となっています。耐震強度に不安のある硬質塩化ビニル管が存

在しているため、耐震化を伴った老朽管更新を行う必要があります。 

今後は、令和 6（2024）年度に策定した「上下水道耐震化計画」を踏まえ、老朽管更

新計画に基づき、DX を活用した管路の劣化診断や評価システムを活用し、施設の重要度

や実耐用年数を考慮した更新計画の見直しを行い、計画的に老朽管の更新を図ってまい

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  漏水状況 1 漏水状況 2 
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災害に強くたくましい水道 

（1）水道施設の耐震化 

構造物の耐震化 

災害に強く持続可能な上下水道シス

テムの構築に向け、対策が必要となる

上下水道システムの急所施設や、避難

所等の重要施設に接続する上下水道管

路等について、上下水道一体で耐震化

を推進するための「上下水道耐震化計

画」を令和 7（2025）年 1 月に策定

しました。 

これまでに用水供給事業に合わせて

施設の統廃合とダウンサイジングを図

りながら耐震化を進めていますが、配水

池については、統廃合により耐震化が比較的進んでいるものの、浄水場、ポンプ場等に

ついては遅れている状況です。 

今後は、これまで実施した配水池等の耐震詳細診断の結果を基に施設耐震化計画を

策定し、避難所等の重要施設を考慮しながら計画的に耐震化を促進します。 

 

 

管路の耐震化 

平成 28（2016）年度に策定した「耐

震化計画」を基に、導送配水管について

は、国からの交付金を受け事業を進め

てきました。今後は、「上下水道耐震化

計画」を踏まえ、災害時における給水優

先度の高い施設の重要度と管路の老朽

化度を把握し、計画的に耐震化を進め

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

耐震管（GX 形ダクタイル鋳鉄管） 

新分限城配水池 
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（2）緊急連絡管の整備 

近隣事業体との相互融通 

本市では安定給水のために近隣事業体と緊急時の応急給水を目的として平成 12

（2000）年度に金ケ崎町との緊急時用連絡管の整備を行ってきました。今後は、岩手 

中部水道企業団との緊急時連絡管の整備を令和 9（2027）年度から進めます。 

 

（3）災害時応急対策 

災害対策マニュアルの見直し 

災害時にも水道水の安定給水を確保し、市民生

活の安定を図ることを目的として、平成 22

（2010）年 4 月 1 日に「奥州市水道施設災害

対策マニュアル」を策定しました。その後、東日

本大震災を教訓に放射能被害への対応等を盛り

込み、定期的に内容を精査し、更新を行い令和 7

（2025）年 4 月 1 日に最新版に改定しました。 

今後も定期的に見直しを行うほか、日本水道協

会主催の北東北 3 県合同災害訓練等の実践的な

訓練に参加を行い、非常時に備えます。 

また、これまで経験した大規模災害の教訓か

ら、応援要請側となった場合の受援体制に関する

マニュアルの整備を進めます。 

 
 

重要給水施設の給水確保 

災害時は、防災拠点施設、人工透析対応病院を

始めとする医療施設、奥州市地域防災計画で定め

る指定避難所等への給水確保が重要となります。

これら重要給水施設への重要配水管路の耐震化

を「耐震化計画」および「上下水道耐震化計画」

に基づき優先的に進めます。 

 
 

住民との連携体制の構築 

非常時においては、住民から多数の被害情報が

寄せられることが予想されます。その中で、水道事

業者は適切な応急給水、復旧作業を行い、また、不安や不必要な混乱が生じないよう、

断水状況、応急給水状況や復旧見込み等、適切な情報を随時伝達するよう努めます。 

 

 令和 7(2025)年 5 月 30 日付 胆江日日新聞社提供
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また、災害対策への取組や緊急時対応方法などについて、広報（広報誌・ホームペー

ジ・Youtube）を行って防災意識を高め、住民参加型訓練によって住民とのコミュニ

ケーションを図り、連携体制の構築に努めます。 

 

 

 
  

令和 7（2025）年度応急給水訓練 
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将来に向けた持続的運営 

（1）健全経営の推進 

適正な料金改定 

水道を「持続」させるためには、計画的に水道施設の更新、耐震化などの事業を推し進

める必要があります。 

今後、人口減少社会の進行に伴う給水収益が減少する情勢において、老朽化に伴う膨

大な施設や管路の更新需要が見込まれています。これらの膨大な更新事業を実施し、水

道事業を持続させていくためには、必要な財源を確保することが必須となります。その

ためには、事業計画と財政計画の調和を図りながら料金の適正化について検討すること

が重要です。 

市町村合併後、平成 20（2008）年 7 月に地区ごとで分かれていた料金体系を統一

し、平成 27（2015）年 4 月には料金改定を行いました。その後、災害時の施設復旧費

などに備え、令和 6（2024）年 4 月にも料金改定を行いました。今後も財政状況を見

据えながら、健全経営を維持するために定期的な料金の見直しを行っていきます。 

 

動力費、電力費の削減 

各地域において分散設置されていた自己水源の統廃合を行い、広域受水に一部切り換

えることにより、省エネルギーを心がけた施設整備を行い、経費削減に取り組んで成果

をあげています。 

今後も、人口減少による水需要量の減少を見据えた、施設の統廃合および機器設備の

更新時には、運用コストや環境負荷を低減するための高効率設備や省エネ設備の導入検

討を行うなど、引き続き動力費や電力費の削減に努めます。 

 

GX への取組 

国の施策では、「2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すな

わち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、「地

球温暖化対策計画」の見直しを加速するよう指示がなされました。本市においても、令和

6（2024）年 8 月に奥州市 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明を行い、次世代自動

車および再生エネルギー導入の推進や、民間企業と連携協定による「CO2 を食べる自動

販売機の設置」等に取り組んでいます。 

水道事業としてもエネルギー消費削減に向けた省エネ等対策の促進として、再生可能

エネルギー等（太陽光・小水力発電等）の導入を検討し、CO2 の削減に努めます。 

 
官民連携（WPPP）の検討 

今後、水道施設の老朽化が進行し、施設の更新費用の増加が見込まれる中で、水道料金

収入も減少し、厳しい経営状況となることが予想されます。また、水道職員の減少、高齢

化により、水道施設の維持管理、運営業務を独力で行うことが困難となってくることも

予想されます。また、組織内での水道技術継承への対応も必要となります。 
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こうした課題に対応するため、民間事業者のノウハウや創意工夫を活用する取組がこ

れまで以上に必要になるものと考えられることから、官民連携（WPPP）の検討を進め

ていきます。 

 

広域連携 

水道事業等を取り巻く経営環境の悪化が

予測される中で、将来にわたり水道サービス

を持続可能なものとするためには、人材の確

保や施設の効率的運用、経営面でのスケール

メリットの創出等を可能とする広域連携の

推進が重要です。 

平成 31（2019）年１月総務省および厚

生労働省通知における「水道広域化推進プラ

ン」については、岩手県が主体となり取組を

進め、「岩手県水道広域化推進プラン」を令

和 5（2023）年 3 月に策定しました。計画

期間は令和 10（2028）年度までで、広域

連携への取組の検討会が開催されています。

本市は、県南広域ブロックに属しており、検

討会の中では、計画期間内に「岩手県水道基

盤強化計画」を策定する予定としています。

当面は本計画を踏まえたブロック内での広

域連携の他、国土交通省の「経営広域化」の

方針に則り、今後の広域化について研究、 

検討を進めていきます。 

 

資産の有効活用等による収入増加の取組 

未利用資産の売却・貸付け等について検討・実施します。また、同規模自治体での実施

事例等も注視し、採算性のある資金活用方法も検討します。 

 

（2）計画的な事業の推進 

アセットマネジメント 4D の実施 

これまで整備してきた管路や施設の老朽化が進み更新需要が増大している中で、計画

的に整備・更新を行う「持続可能な水道施設」を実現するため、中長期の施設整備や更新

の見通しおよび財政の見通しを立てる必要があります。これらを実行するために、平成

30（2018）年にアセットマネジメント（3C・標準型）を実施しました。 

今後は、水需要量減少に伴う施設の統廃合やダウンサイジング、経営計画では官民連

携の導入による効率化の向上などを考慮したアセットマネジメント 4D の実践に取り組

みます。ここから、投資の平準化による施設更新計画を策定し、計画的な施設・管路の更

出典：岩手県水道広域化推進プラン

図 6-1 広域ブロック区分図 
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新に努めます。 

 

適正な施設規模の検討 

今後は人口減少社会の進行に伴い、水需要量も減少すると見込まれます。水道施設に

ついては老朽化の進行に伴い、施設の更新が必要となってきます。 

更新にあたっては、水需要の減少を把握した上で施設規模の見極めが必要となり、ダ

ウンサイジングも考慮した施設の更新計画を策定し、検討していきます。 

 

効率的な施設整備の検討 

本市では、取水の確保、原水水質や維持管理、既存施設の更新費用等を踏まえたうえ

で、用水供給事業から受水し、関連施設の整備を主要事業として計画的に進めます。 

また、未普及地域への給水については、地域によっては膨大な整備費用が必要となり、

思うように推進が図られていない状況が全国的に課題となっています。これらの課題に

適切に対応していくため、生活用水確保施設整備補助金による井戸等の整備や、国が進

めている分散型システムの動向も踏まえ検討していきます。 

 

（3）効率的な事業運営 

効率的な組織体制の構築 

本市ではこれまで、課の再編、本庁への集約による技術部門の統合、業務の民間委託な

どにより組織の合理化を図ってきました。 

今後は、安全な水の供給、水道施設の老朽化および耐震化への加速、将来に向けた持続

的運営に向け、業務の効率化や適正な職員数の維持を図りながら、業務に応じた人材の

確保、技術継承を含めた組織づくりを進めます。 

 

民間委託拡充への検討 

民間事業者の知識・技術を活用する観点から、平成 22（2010）年に施設維持管理業

務、検針・料金収納、令和 3（2021）年に給水装置工事の窓口業務を民間の事業者へ委

託（包括的業務委託）しています。窓口業務を委託することで、老朽管更新等の工事担当

を増員し、更新延長の向上を図りました。今後も、水道技術・知識の継承を考慮したうえ

で、委託可能な分野に関しては民間への業務委託を検討していきます。 

 
水道台帳・管路台帳管理システムの推進 

本市では、維持管理システムとして、水道施設台帳や各施設の点検結果ならびに管路

台帳管理システムのデータ化を進めております。今後も効率的なシステムの維持と推進

に努めます。 

 

DX 事業の推進 

水道事業の効率的な対応や職員の技術継承を踏まえ、AI などのデジタル技術の活用と

91



して、DX 関連の財源措置などを見据えたスマートメーターの導入検討、AI 活用による

管路劣化診断等を進めていきます。また、ドローンを活用して人が立ち入りにくい場所

にある水管橋などの施設の劣化状況を確認し、点検作業を効率化・省力化していきます。 

その他、会計システム、料金システム、監視制御システム、マッピングシステム等に 

ついて、水道標準プラットフォーム等のクラウド方式や、他事業体の先進事例を参考に

して、共同化、共同発注についても考慮しながら進めていきます。 

 

小規模簡易 DB 方式の運用 

令和 7（2025）年度より発注する水道工事の一部において、効率的かつ合理的な工事

の実施を目的として、管路設計と工事を一括して発注する「管路設計付水道工事発注方

式（小規模簡易 DB 方式）」を導入・運用しました。老朽化管路の更新および耐震化率の

迅速な向上を図るためにも、計画的に取り組んでいきます。 

 

上下水道事業会計システムの共同調達 

奥州市および金ケ崎町は、それぞれで上下水道事業会計システムを導入していますが、

更新時期を迎えていることから、共同で上下水道事業会計システムの調達を行います。 

このことにより、各自治体にかかる導入コストの負担軽減を図るとともに、不足して

いる人材やシステム調達に係るノウハウを相互に補うことが可能となります。 

また、共同化については将来的には他事業体への拡大も視野に入れ、DX 関連交付金な

どの財源措置を受けられる水道標準プラットフォームなど、他事業体の先進事例も参考

にしながら研究、検討していきます。 
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（4）顧客サービスの向上 

広報の充実 

水道事業は水道料金によって成り立っ

ており、その運営には、お客さまであり、

ひいては水道事業のオーナーでもある住

民の皆さまの理解と協力が必要です。 

そのため、広報誌（おうしゅうの水）、ホ

ームページ、Youtube 配信を充実させ、

お客さまの関心度が高い水道水の安全確

保の取組、水道水質の情報および水道料金

等についての情報をわかりやすく発信し

ていきます。また、参加型の広報活動にも

引き続き努めていきます。 

 

お客様ニーズの把握 

お客様のご意見やご要望を実現していくために、アンケートやインターネットを利用

した広聴活動に取り組みます。  

収集されたお客さまの意見、要望、苦情等のデータベース化を行い、お客様ニーズを把

握し、お客さまの視点に立った事業運営に努め、満足度の向上を図ります。 

 

お客様サービスの利便性の向上 

令和 3（2021）年度より、市ホームページや市公式アプリ「ぽちっと奥州」からイン

ターネットにより、使用開始・中止などの手続きを開始し利便性の向上を図っています。

また、水道料金等のお支払いについては、これまで、お客様センター窓口や口座振替によ

る支払いとしていましたが、コンビニ収納やスマートフォンアプリ決済を開始しました。 

曜日や時間帯を問わない納付やキャッシュレス決済が可能となり、お客様の利便性の

向上を図っております。引き続き、利便性の向上を目指し他の支払い方法についても検

討していきます。 

   料金業務および料金業務システムについては、今後、周辺事業体との共同委託やシェ

アードサービス等について検討を重ねていきます。 

 
 
 
 
 
 
 

令和 6（2024）年 2 月 11 日 栃の木行政区出前講座 
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6－2 整備計画 

R7 ビジョンの計画期間における整備計画を示します。 

 

表 6-1 年次計画 

 
  

R R R R R R R R R R R R R R
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

⽔安全計画策定事業 危害分析、管理設置の設定、対応⽅
法の設定、⽂書と記録の管理

創設事業 胆江圏域広域的⽔道整備計画にのっ
とった整備事業

⽔道施設整備事業 取⽔施設整備、ポンプ場の整備

⽼朽管更新事業 ⽼朽管布設替⼯事

管路布設替事業 道路改良⼯事等、他事業により移設が
必要となる配⽔管⼯事

⽔道設備修繕・改良・更新事業 ⽔道設備修繕・改良・更新

⽔道施設補修・改修事業 取⽔施設、浄⽔施設、配⽔施設の補
修・改修（建築物、構造物）

⽔道施設配⽔池清掃点検事業 ⽔道施設配⽔池清掃点検業務

⽔圧適正化事業 管網解析および解析に伴う詳細設計業
務、減圧弁・増圧ポンプ等の整備更新

鉛給⽔管布設替事業 鉛給⽔管をポリエチレン管に布設替

⽔道管路耐震化事業 実施設計、管路耐震化⼯事

⽔道施設耐震化事業 実施設計、施設耐震化⼯事

橋梁⻑寿命化に係る⽔管橋布
設替事業

移設が必要となる⽔管橋布設替⼯事

緊急時⽤連絡管整備事業 詳細設計、連絡管整備、流量計室整
備

⽔道管路強靭化推進事業 緊急輸送道路の管路更新

アセットマネジメント策定事業
アセットマネジメント4Dの実施
管路情報システム固定資産整理
（R11(2029)〜R15(2033))

漏⽔調査事業 定期的な漏⽔調査

管路情報システム更新事業 システム端末の整備、配⽔管、給⽔管
の台帳整備更新および保守管理

遊休施設取壊事業 今後使⽤しない施設の取壊し

公営会計システム運⽤事業 システム更新、保守、運⽤

⽔道DX事業 AI活⽤による管路劣化診断等

公⽤⾞管理事業 計画的な公⽤⾞両の更新

※ 安全 "安全な⽔の供給"　に係る事業
強靭 "災害に強くたくましい⽔道"　に係る事業
持続 "将来に向けた持続的運営"　に係る事業

ビジョン計画期間

事業名 整備内容
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6－3 目標とする指標 

各基本方針における業務指標について示します。ここでは、類似規模事業体に比べて劣っ

ている指標や、アンケート等によって明らかとなった課題を基に抽出し、数値目標を設定し

たもので、これらの達成を目指して施策の実施に努めます。 

 
表 6-2 業務指標の目標値 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状値
R6

（2024）

A102〜
109

⽔質基準⽐率の超過件数
(件) ⇨ 0 0 安全な⽔の供給

A301 ⽔源の⽔質事故数
(件) ⇨ 0 0 安全な⽔の供給

B112 有収率
(%) ⇧ 82.7 86.3 ⽼朽施設の改良・更新

B602 浄⽔施設の耐震化率
(%) ⇧ 36.9 85.9 ⽔道施設の耐震化

B604 配⽔池の耐震化率
(%) ⇧ 91.5 95.2 ⽔道施設の耐震化

B606
-2

基幹管路の耐震化適合率
(%) ⇧ 37.3 38.3 ⽔道施設の耐震化

- 管路の耐震化適合率
(%) ⇧ 44.9 47.5 ⽔道施設の耐震化

C101 営業収⽀⽐率
（％） ⇧ 86.7 89.1 健全経営の推進

C113 料⾦回収率
（％） ⇧ 86.4 88.0 健全経営の推進

- 企業債残⾼
（億円） ⇩ 137.4 92.8 健全経営の推進

業　務　指　標

安全　"安全な⽔の供給"

強靭　"災害に強くたくましい⽔道"

持続　"将来に向けた持続的運営"

⽬標値
R17

（2035）
備　考施　策　⽬　標改善⽅向
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第７章 財 政 計 画 
  





第7章 財政計画 
 

7－1 基本方針 

奥州市では安定的に事業を持続させていくために、令和 6（2024）年 4 月に料金改定（改

定率：11.6％）を行いました。料金の算定期間は令和 6（2024）年度から令和 8（2026）

年度までの 3 年間となっています。 

本市の水道事業においては、災害時における緊急時の対応や、年間の資金増減に対応する

ために、20 億円以上の内部留保資金が必要とされています。 

今後 10 年間（令和 8（2026）年度～令和 17（2035）年度）の財政計画においても、

今後の物価上昇や電力費高騰を考慮し、20 億円程度の内部留保資金を確保できるよう財政

計画をたて、経営基盤の強化を図ります。 

 

7－2 概算事業費 

今後の事業としては、創設事業をはじめ水道管路・施設耐震化事業、老朽管更新事業等を

予定しており、令和 8（2026）年度から令和 17（2035）年度までに約 163 億円の事業

費を見込んでいます。内訳を図７-１に示します。 

年度別事業費は図 7-2 のとおりですが、年平均で 16 億円前後の事業費を見込んでいます。 

なお、アセットマネジメントの策定により、施設の更新需要を把握するとともに、施設等

の合理化・統廃合への基礎資料とし、投資の平準化に取り組みます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1 事業費内訳 
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図 7-2 年度別事業費  
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7－3 財政シミュレーション 

前項で示した事業費に対しての財源内訳を図 7-3 に示します。 

内訳は企業債が最も多く 32%、次いで一般財源が 28％、出資金が 22%、国庫補助金が

10%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7-3 財源内訳 

 

次に、現行料金での料金収入を推計すると図 7-4 のようになります。人口の推移とほぼ

同様な傾向を示すと考えられます。令和 17（2035）年度には令和 6（2024）年度に対し

約 9.3％の減収となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 7-4 現行料金での料金収入 
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財政シミュレーション結果を図 7-５、内部留保資金残高の推移を図 7-6 に示します。 

将来の料金収入は、供給単価に有収水量を乗じて算出します。なお、供給単価は令和 6

（2024）年度の実績値を採用しました。 

将来の収支予測を行うなかで収益的収支が赤字になる場合は料金改定を行うこととし、改

定年度を含めて 4 年間は黒字を維持できる水準に供給単価を改定しました。なお、初回の料

金改定は令和 11（2029）年度としました。 

企業債については計画期間内を通じたプライマリーバランスの維持を基本としました。繰

入金については、極力抑制するよう設定し、国庫補助金については対象事業を活用すること

として積算しました。 

一方、経費については、委託料、修繕費および動力費等についてはこれまでの実績や物価

上昇率を考慮して積算しています。今後は、高効率設備や省電力設備の導入、また、料金収

納業務および施設の維持管理業務について包括業務委託を導入していますが、PPP/PFI 手法

の一つである「包括的民間委託」についても検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 7-５ 収支計画（収益的収支） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-6 内部留保資金残高 
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第８章 計画推進のための取組 
  





第8章 計画推進のための取組 

8－1 奥州市総合計画等との連携 

R7 ビジョンにおける計画の基礎データとなる人口や水量については、現時点で想定される

要因（人口動態や水需要）に基づくものであり、今後の地域創生や社会情勢の動向によって

は大きく変化する可能性もあります。 

平成 28（2016）年３月、市では「奥州市人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」という。）

と「奥州市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「第 1 期市総合戦略」という。）を策定

しています。R7 ビジョンでは、人口ビジョンにおける将来人口との整合性を勘案しながらも、

水道事業の「安全・安心な水道を次世代へ継承」を念頭として最新の国勢調査結果に基づい

た少子化傾向を反映させ、財政的に厳しい状況を想定した水量による計画を検討しています。 

今後は、フォローアップにおいて事業の進捗管理を行いつつ、令和 5（2023）年度を初

年度とする「第２次奥州市水道事業中期経営計画（後期計画）」ならびに令和 4（2022）年

度に策定した「第２次奥州市総合計画後期基本計画」の方向性を踏まえながら、R7 ビジョン

の見直し・調整を行っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8-1 めざすべき都市像の実現（イメージ図）［第２次奥州市総合計画］ 

図 8-2 奥州市未来羅針盤図［第２期市総合戦略］ 
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8－2 奥州市水道事業ビジョン策定後のフォローアップ 

計画の進捗と効果の把握 

計画の進捗状況は、施設や管路に関する経年化や運転状況に関する統計データなど、さま

ざまな観点から定期的に確認することが必要となってきます。また、今後、水道事業を取り

巻く環境が大きく変化する中で、事業の方向性や財政状況に大きな影響を与える可能性もあ

るので、その要因について把握することが重要です。 

総合計画等との連携を図った人口や水量の将来見通しの見直しに加えて、行政改革や経営

効率化への要求など事業運営に影響を及ぼすような要因も考えられ、必要に応じて事業の途

中段階における計画の見直しを行っていきます。 

事業の進捗管理においては、その進捗状況とあわせて事業の効果を把握しておくことも重

要であり、効果の把握には「水道事業ガイドライン（公益社団法人 日本水道協会）」の業務

指標（PI）などを活用していきます。 

 

計画の見直し 

計画を見直す際には、図 8-3 に示す『計画の策定（Plan）～事業の推進（Do）～達成状

況の確認（Check）～改善策の検討（Action）』の連鎖である「PDCA マネジメントサイク

ル」を実施することが必要です。このサイクルにより、業務指標の数値目標等を活用して進

捗管理を行い、当初計画の目標や事業推進における問題点、事業の有効性などを確認しなが

ら、計画の推進や見直しを進めていきます。 

 

 
図 8-3  PDCA サイクルのイメージ 
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 2　業務指標とその定義（1）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

A101 1106 平均残留塩素濃度（mg/L）
　＝残留塩素濃度合計/残留塩素測定回数

　給⽔栓での残留塩素濃度の平均値を⽰すもので、⽔道⽔の安全及び塩素臭(カルキ
臭)発⽣に与える影響を表す指標の⼀つである。
　残留塩素については、⽔道法第22条に基づく⽔道法施⾏規則第17条第3号によって、
給⽔区域の末端においても遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は
0.4mg/L以上)を満たすことが必要である。

A102 1105 最⼤カビ臭物質濃度⽔質基準⽐率（％）
　＝(最⼤カビ臭物質濃度/⽔質基準値)×100

　給⽔栓におけるカビ臭物質濃度の最⼤値の⽔質基準値に対する割合を⽰すもので、カビ
臭対策についての取組み状況を表す指標の⼀つである。
　カビ臭は、⽔道⽔に対する苦情の発⽣につながりやすく、影響も広範囲で、かつ、⻑期間
に及ぶ場合が多い。

A103 1107

総トリハロメタン濃度⽔質基準⽐率（％）＝max（Xi）
　Xi＝定期検査時の総トリハロメタン濃度⽔質基準⽐率
　max（Xi）＝(Σ給⽔栓の総トリハロメタン濃度/給⽔栓数)
　　/⽔質基準値×100
　　i︓定期検査の実施回

　給⽔栓における総トリハロメタン濃度の⽔質基準値に対する割合を⽰すもので、⽔道⽔の
安全性を表す指標の⼀つである。
　総トリハロメタン濃度は、⽔道⽔における消毒副⽣成物の代表として⼀般的に使⽤されて
いる。有機物(TOC)濃度、⽔温、時間などと深い関係にあり、特に塩素の注⼊量の影響
が⼤きい。

A104 1108

有機物(TOC)濃度⽔質基準⽐率（％）＝max（Xi）
　Xi＝定期検査時の有機物(TOC)濃度⽔質基準⽐率
　max（Xi）＝(Σ給⽔栓の有機物(TOC)濃度/給⽔栓数)
　　/⽔質基準値×100
　　i︓定期検査の実施回

　給⽔栓のおける有機物(TOC)濃度の⽔質基準値に対する割合を⽰すもので、⽔道⽔
の安全性を表す指標の⼀つである。
　平成16年4⽉1⽇施⾏の“⽔質基準に関する省令”から、過マンガン酸カリウム消費量に
替えて、精度・感度で有効なTOC(全有機炭素︔Total Organic Carbon)が有機物質
の指標となった。

A105 1110

重⾦属濃度⽔質基準⽐率（％）＝max（Xhi）
　Xhi＝定期検査時の当該重⾦属⽔質基準⽐率
　max（Xhi）＝(Σ給⽔栓の当該重⾦属濃度/給⽔栓数)
　　/⽔質基準値×100
　　ｈ︓重⾦属の種類　　i︓定期検査の実施回

　給⽔栓のおける重⾦属濃度の⽔質基準値に対する割合を⽰すもので、⽔道⽔の安全
性を表す指標の⼀つである。
　重⾦属は数多くあるが、この業務指標で対象とする重⾦属は⽔質基準項⽬に定められて
いる重⾦属のうち健康に影響のある、カドミウム及びその化合物、⽔銀及びその化合物、セ
レン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物の6種
類とした。

A106 1111

無機物質濃度⽔質基準⽐率（％）＝max（Xhi）
　Xhi＝定期検査時の当該無機物質⽔質基準⽐率
　max（Xhi）＝(Σ給⽔栓の当該無機物質濃度/給⽔栓数)
　　/⽔質基準値×100
　　ｈ︓無機物質の種類　　i︓定期検査の実施回

　給⽔栓のおける無機物質濃度の⽔質基準値に対する割合を⽰すもので、⽔道⽔の味、
⾊など性状を表す指標の⼀つである。
　この業務指標で対象とする無機物質は、⽔質基準項⽬に定められている無機物質のう
ち、味、⾊などの⽔道⽔の性状に影響するアルミニウム及びその化合物、塩化物イオン、カ
ルシウム、マグネシウム等(硬度)、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、ナトリウム
及びその化合物6種類とした。これらの物質は通常の浄⽔処理では処理できないものもあ
り、特に原⽔の⽔質に留意する必要がある。

A107 1113

有機化学物質濃度⽔質基準⽐率（％）＝max（Xhi）
　Xhi＝定期検査時の当該有機化学物質⽔質基準⽐率
　max（Xhi）＝(Σ給⽔栓の当該有機化学物質濃度/
　　給⽔栓数)/⽔質基準値×100
　　ｈ︓有機化学物質の種類　　i︓定期検査の実施回

　給⽔栓のおける有機化学物質濃度の⽔質基準値に対する割合を⽰すもので、原⽔の
汚染状況及び⽔道⽔の安全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標で対象とする有機化学物質は、⽔質基準項⽬に定められている有機化学
物質のうち、⽔道⽔の安全性に影響する、四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びト
ランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼ
ン、1,4-ジオキサンの7項⽬とした。有機化学物質は、追加・削除が⾏われる可能性が⾼
い項⽬となっており、基準改正に留意する必要がある。

A108 1114

消毒副⽣成物濃度⽔質基準⽐率（％）＝max（Xhi）
　Xhi＝定期検査時の当該消毒副⽣成物⽔質基準⽐率
　max（Xhi）＝(Σ給⽔栓の当該消毒副⽣成物濃度/
　　給⽔栓数)/⽔質基準値×100
　　ｈ︓消毒副⽣成物の種類　　i︓定期検査の実施回

　給⽔栓のおける消毒副⽣成物濃度の⽔質基準値に対する割合を⽰すもので、原⽔の
汚染状況及び⽔道⽔の安全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標で対象とする消毒副⽣成物は、⽔質基準項⽬に定められている消毒副⽣
成物質のうち、トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクルルメタン、ブロモ
ホルム、総トリハロメタン)を除く、臭素酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ホルム
アルデヒドの5種類とした。
　臭素酸については、⼀般的にオゾン処理⼯程で⽣成されるとされているが、そのほかに、⽔
道⽤薬品の次亜塩素酸ナトリウム中にも存在する点にも留意する必要がある。

A109 1109

農薬濃度⽔質管理⽬標⽐
　＝maxΣ（Xij/GVj）
　　Xij︓各定期検査時の各農薬濃度
　　GVj︓各農薬の⽬標値
　　　　i︓定期検査実施回
　　　　j︓農薬の種類

　給⽔栓における各農薬濃度と⽔質管理⽬標値との⽐の合計を⽰すもので、⽔源の汚染
状況及び⽔道⽔の安全性を表す指標の⼀つである。
　農薬類については、⽔質管理⽬標設定項⽬に位置付けられ、その管理⽅法は“総農薬
⽅式”(各農薬の⽬標値に対する⽐の合計が1を超えないこと)となっている。
　⽔質基準ではないため、合計が1を超えても直ちに違反とはならないが、何らかの対応が
求められる。

A201 1101 原⽔⽔質監視度（項⽬）
　=原⽔⽔質監視項⽬数

　⽔道事業体が原⽔⽔質の項⽬をどの程度検査しているかを⽰しており、⽔道事業体の
⽔質管理⽔準を表す指標の⼀つである。
　原⽔から給⽔に⾄るまで⼀貫した⽔質管理を徹底するため、⽔源⽔質の状況を的確に
把握することが必要である。

A202 1102
給⽔栓⽔質検査(毎⽇)箇所密度（箇所/100km2）
　＝給⽔栓⽔質検査(毎⽇)採⽔箇所数/
　　(現在給⽔⾯積/100）

　給⽔栓における毎⽇⽔質検査に関して、給⽔⾯積100km2当たりの給⽔栓⽔質の監
視箇所数を⽰したものであり、⽔道⽔の⽔質管理⽔準を表す指標の⼀つである。
　給⽔栓で⾏う毎⽇検査は、⾊、濁り及び消毒の残留効果を検査するもので、⽔質の異
常を発⾒しやすいことを考慮して、⽔道法で実施が定められている。

A203 5002
配⽔池清掃実施率（％）
　＝(5年間に清掃した配⽔池有効容量/配⽔池有効容量)
　　×100

　配⽔池有効容量に対する5年間に清掃した配⽔池有効容量の割合を⽰すもので、安全
で良質な⽔への取組み度合いを表す指標である。
　配⽔池の定期的な清掃は、安全で良質な⽔の供給を⾏う上で重要な維持管理の⼀つ
である。
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 2　業務指標とその定義（2）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

A204 1115 直結給⽔率（％）
　=(直結給⽔件数/給⽔件数)×100

　給⽔件数に対する直結給⽔件数の割合を⽰すもので、受⽔槽管理の不備に伴う衛⽣
問題などに対する⽔道事業体としての取組み度合いを表す指標の⼀つである。
　直結給⽔⽅式は、従来、受⽔槽⽅式によって給⽔を⾏っていた建物に、直接⼜は直結
増圧ポンプにて直結給⽔することで、受⽔槽管理の不備に伴う衛⽣問題などを解消する⽅
式である。今後、配⽔システムの改善など施設の整備を図りながら推進していくことが望まれ
る。

A205 5115 貯⽔槽⽔道指導率（％）
　＝(貯⽔槽⽔道指導件数/貯⽔槽⽔道数)×100

　貯⽔槽⽔道数に対する指導を実施した件数の割合を⽰すもので、⽔道事業としての貯
⽔槽⽔道への関与度を表す指標の⼀つである。

A301 2201 ⽔源の⽔質事故件数（件）
　＝年間⽔源⽔質事故件数

　1年間における⽔源の⽔質事故件数を⽰すもので、⽔源の突発的⽔質異常のリスクがど
れだけあるかを表す指標の⼀つである。
　⽔源の⽔質事故の原因としては、油類が多く、ほかにアンモニア態窒素、濁度、無機物
質、有機物質などがある。汚染原因は、農業・畜産業、⼯場、⾞両、⼟⽊⼯事などが考え
られる。

A302 1116 粉末活性炭処理⽐率（％）
　＝(粉末活性炭年間処理⽔量/年間浄⽔量)×100

　年間浄⽔処理量に対する粉末活性炭年間処理⽔量の割合を⽰すもので、原⽔の汚染
状況、⽔質事故などに対する対応を表す指標の⼀つである。

A401 1117 鉛製給⽔管率（％）
　=(鉛製給⽔管使⽤件数/給⽔件数)×100

　給⽔件数に対する鉛製給⽔管使⽤件数の割合を⽰すものであり、鉛製給⽔管の解消
に向けた取組みの進捗度合いを表す指標の⼀つである。
　現在では新設は認められていないが、道路下⼜は築造年数が古い建物内の⼀部に残存
している状況である。

B101 1004 ⾃⼰保有⽔源率（％）
　＝(⾃⼰保有⽔源⽔量/全⽔源⽔量)×100

　⽔道事業体が保有する全ての⽔源量に対する、その⽔道事業体が単独で管理し、⽔道
事業体の意思で⾃由に取⽔できる⽔源量の割合を⽰すもので、⽔源運⽤の⾃由度を表
す指標の⼀つである。

B102 1005 取⽔量１m3当たりの⽔源保全投資額（円/m3）
  =⽔源保全に投資した費⽤/年間取⽔量

　取⽔量1m3当たりに対する⽔質保全に対する投資費⽤を⽰すもので、⽔道事業体の⽔
質保全への取組み状況を表す指標の⼀つである。
　良質な原⽔を安定して取⽔するためには、⽔源地域の森林の管理、流域の⽔質改善措
置などの⽔源の保全が重要である。
　⽔源保全については様々な考えがあるが、この業務指標では広義に捉え、⽔道⽔源に対
する⽔源かん養、⽔質改善及び環境保全に関するものを対象とした。

B103 4101 地下⽔率（％）
　＝(地下⽔揚⽔量/年間取⽔量)×100

　⽔源利⽤⽔量に対する地下⽔揚⽔量の割合を⽰すもので、⽔道事業体の⽔源特性を
表す指標の⼀つである。
　地下⽔は、⽔源として利⽤する場合の費⽤が⽐較的安く、⽔量・⽔質が安定しているの
で⽔道事業にとって価値が⼤きく、この⽐率が⾼ければ経営上も有利といえる。

B104 3019 施設利⽤率（％）
  =(⼀⽇平均配⽔量/施設能⼒)×100

　施設能⼒に対する⼀⽇平均配⽔量の割合を⽰すもので、⽔道施設の効率性を表す指
標の⼀つである。
　この業務指標は、数値が⼤きいほど効率的であるとされている。また、この指標の低い原
因が負荷率ではなく施設最⼤稼働率が低いことによる場合は、⼀部の施設が遊休状態に
あり、投資が過⼤であることが想定される。
　B104(施設利⽤率)＝B105(最⼤稼働率)×B106(負荷率)の関係が成り⽴つ。

B105 3020 最⼤稼働率（％）
  =(⼀⽇最⼤配⽔量/施設能⼒)×100

　施設能⼒に対する⼀⽇最⼤配⽔量の割合を⽰すもので、⽔道施設の効率性を表す指
標の⼀つである。
　この業務指標は、値が⾼い⽅が、施設が有効活⽤されているといえるが、100％に近い
場合には、安定的な給⽔に問題があるといえる。本来、施設の稼働率は、施設の⼀⽇当
たり最⼤運転時間及びその施設の計画運転時間が基本となるが、これらの算出には困難
が伴うことから、この業務指標では施設能⼒及び⼀⽇最⼤配⽔量によるものとした。
　B105(最⼤稼働率)＝B104(施設利⽤率)/B106(負荷率)の関係が成り⽴つ。

B106 3021 負荷率（％）
　＝(⼀⽇平均配⽔量/⼀⽇最⼤配⽔量)×100

　⼀⽇最⼤配⽔量に対する⼀⽇平均配⽔量の割合を⽰すもので、⽔道施設の効率性を
表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、数値が⼤きいほど効率的であるとされている。
　B106(負荷率)＝B104(施設利⽤率)/B105(最⼤稼働率)の関係が成り⽴つ。

B107 2007 配⽔管延⻑密度（km/km2）
  =配⽔管延⻑/現在給⽔⾯積

　給⽔⾯積当たりの配⽔管延⻑を⽰すもので、お客さまからの給⽔申込みに対する物理的
利便性の度合いを表すものである。
　この業務指標は、⽔道の利⽤し易さを⽰すものであり、⼀般に市街化が進んでいる地域
では配⽔管延⻑密度は⾼く、逆に⼭間部、農村部では低い。

B108 5111 管路点検率（％）
　＝(点検した管路延⻑/管路延⻑)×100

　管路延⻑に対する1年間で点検した管路延⻑の割合を⽰すもので、管路の健全性確保
に対する執⾏度合いを表す指標の⼀つである。

B109 － バルブ点検率（％）
　＝(点検したバルブ数/バルブ設置数)×100

　バルブ設置数に対する1年間に点検したバルブ数の割合を⽰すもので、管路の健全性確
保に対する執⾏度合いを表す指標の⼀つである。
　バルブは管路と⼀体して機能することから、B108(管路点検率)と併せて評価する必要が
ある。

B110 5107 漏⽔率（％）
　＝(年間漏⽔量/年間配⽔量)×100

　配⽔量に対する漏⽔量の割合を⽰しており、事業効率を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、管網整備などの施策の評価に利⽤することもできる。

B111 － 有効率（％）
　＝(年間有効⽔量/年間配⽔量)×100

　年間配⽔量に対する年間有効⽔量の割合を⽰すもので、⽔道事業の経営効率性を表
す指標の⼀つである。
　この業務指標は、浄⽔場(⼜は配⽔池)から配⽔した⽔量のうち、⽔道事業として有効に
使⽤された⽔量の割合を⽰す。通常、この値は⾼い⽅が好ましい。
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 2　業務指標とその定義（3）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

B112 3018 有収率（％）
  =(年間有収⽔量/年間配⽔量)×100

　年間配⽔量に対する年間有収⽔量の割合を⽰すもので、⽔道施設を通して供給される
⽔量が、どの程度収益につながっているかを表す指標の⼀つである。

B113 2004 配⽔池貯留能⼒（⽇）
　＝配⽔池有効容量/⼀⽇平均配⽔量

　⼀⽇平均配⽔量に対する配⽔池有効容量の割合を⽰すもので、給⽔に対する安定性
を表す指標の⼀つである。
　⼀般的に、この指標が⾼ければ、給⽔の安定性、事故などへの対応性が⾼いといえる。

B114 2002 給⽔⼈⼝⼀⼈当たり配⽔量（L/⽇・⼈）
　＝(⼀⽇平均配⽔量×100)/現在給⽔⼈⼝

　給⽔⼈⼝⼀⼈当たりの配⽔量を⽰すもので、家庭⽤以外の⽔利⽤の多少を表す指標
の⼀つである。

B115 2005 給⽔制限⽇数（⽇）＝年間給⽔制限⽇数

　1年間に給⽔制限を実施した⽇数を⽰すもので、給⽔サービスの安定性を表す指標の⼀
つである。
　この指標が⾼い場合は、⽔源の確保、⽔道施設のネットワーク化の推進など、安定給⽔
を⽬的とした改善計画の必要性が⾼いといえる。

B116 2006 給⽔普及率（％）
　＝(現在給⽔⼈⼝/給⽔区域内⼈⼝)×100

　給⽔区域内に居住する⼈⼝に対する給⽔⼈⼝の割合を⽰すもので、⽔道事業のサービ
ス享受の概況及び地域性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、⽔道事業を表す最も基本的な指標である。

B117 5110 設備点検実施率（％）
　＝(点検機器数/機械・電気・計装機器の合計数)×100

　機械・電気・計装機器の合計数に対する点検機器数の割合を⽰すもので、設備の健全
性確保に対する点検割合を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、設備全体としての管理の適正度を⽰すものである。

B201 5101 浄⽔場事故割合（件/10年・箇所）
　＝10年間の浄⽔場停⽌事故件数/浄⽔場数

　直近10年間に浄⽔場が事故で停⽌した件数を⼀浄⽔場当たりの割合として⽰すもので
あり、施設の信頼性を表す指標の⼀つである。

B202 2204 事故時断⽔⼈⼝率（％）
　＝(事故時断⽔⼈⼝/現在給⽔⼈⼝)×100

　浄⽔場などの事故時において給⽔できない⼈⼝の割合を⽰しており、⽔道事業体のシス
テムの融通性、余裕度によるサービスの安定性を表す指標の⼀つである。

B203 2001
給⽔⼈⼝⼀⼈当たり貯留飲料⽔量（L/⼈）
　＝(配⽔池有効容量×1/2+緊急貯⽔槽容量)×1,000
　　/現在給⽔⼈⼝

　災害時に確保されている給⽔⼈⼝⼀⼈当たりの飲料⽔量を⽰す指標であり、⽔道事業
体の災害対応度を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、貯留量を表すもので、必ずしも利⽤可能量ではない。

B204 5103 管路の事故割合（件/100km）
　＝管路の事故件数/(管路延⻑/100)

　1年間における導・送・配⽔管路の事故件数を延⻑100km当たりの件数に換算したも
のであり、管路の健全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、バルブを含む管路を対象とした指標であり、数値が⼩さいほど健全性が
⾼いと評価できる。

B205 2202 基幹管路の事故割合（件/100km）
　＝基幹管路の事故件数/(基幹管路延⻑/100)

　1年間における基幹管路の事故件数を延⻑100km当たりの件数に換算したものであり、
基幹管路の健全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、基幹管路だけを対象とした指標であり、数値が⼩さいほど健全性が⾼
いと評価できる。

B206 5104 鉄製管路の事故割合（件/100km）
　＝鉄製管路の事故件数/(鉄製管路延⻑/100)

　1年間における鉄製導・送・配⽔管路の事故件数を延⻑100km当たりの件数に換算し
たものであり、鉄製管路の健全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、鉄製管路だけを対象とした指標であり、数値が⼩さいほど健全性が⾼
いと評価できる。

B207 5105 ⾮鉄製管路の事故割合（件/100km）
　＝⾮鉄製管路の事故件数/(⾮鉄製管路延⻑/100)

　1年間における⾮鉄製導・送・配⽔管路の事故件数を延⻑100km当たりの件数に換算
したものであり、⾮鉄製管路の健全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、⾮鉄製管路だけを対象とした指標であり、数値が⼩さいほど健全性が
⾼いと評価できる。

B208 5106 給⽔管の事故割合（件/1,000件）
　＝給⽔管の事故件数/(給⽔件数/1,000)

　給⽔件数1,000件当たりの給⽔管の事故件数を⽰しており、配⽔管分岐から⽔道メー
ターまでの給⽔管の健全性を表す指標の⼀つである。

B209 5109
給⽔⼈⼝⼀⼈当たり平均断⽔・濁⽔時間（時間）
　＝Σ(断⽔・濁⽔時間×断⽔・濁⽔区域給⽔⼈⼝)
　　/現在給⽔⼈⼝

　現在給⽔⼈⼝に対する断⽔・濁⽔時間を⽰すものであり、給⽔の安定度を表す指標の
⼀つである。
　この業務指標は、平均して何時間断・濁⽔があったかを⽰したものであり、時間帯、程度
は問わないので、不便さを完全に⽰す指標とはならない。

B210 － 災害対策訓練実施回数（回/年）
　＝年間の災害対策訓練実施回数

　1年間に災害対策訓練を実施した回数を⽰すもので、⾃然災害に対する危機対応性を
表す指標の⼀つである。

B211 5114 消⽕栓設置密度（基/km）
  =消⽕栓数/配⽔管延⻑

　配⽔管延⻑に対する消⽕栓の設置密度を⽰すもので、管路施設の消防能⼒、救命ライ
フラインとしての危機対応能⼒の度合いを表す指標の⼀つである。
　⽔道は消防⽔利の役割も担っており、消⽕栓は⽕災発⽣時の消防⽔利としての機能を
果たすことを⽬的としている。

B301 4001 配⽔量１m3当たり電⼒消費量（kWh/m3）
  =電⼒使⽤量の合計/年間配⽔量

　配⽔量1m3当たりの電⼒使⽤量を⽰すもので、省エネルギー対策への取組み度合いを
表す指標の⼀つである。
　電⼒は事故時の確保が重要であるので、単に効率だけではなく、環境、リスク分散の観点
から対策を実施することがあるが、この場合、この指標値が悪化する可能性がある。

B302 4002 配⽔量１m3当たり消費エネルギー（MJ/ｍ3）
　=エネルギー消費量/年間配⽔量

　配⽔量当たりの消費エネルギー量の割合を⽰すもので、省エネルギー対策への取組み度
合いを表す指標の⼀つである。
　B301(配⽔量１m3当たり電⼒使⽤量)は電⼒だけを対象としているのに対して、この指
標は⽔道事業全体のエネルギー消費量を対象としている。

B303 4006
配⽔量１m3当たり⼆酸化炭素(CO2)排出量（ｇ・CO2/ｍ3）
　=[⼆酸化炭素(CO2)排出量/年間配⽔量]×106

　年間配⽔量に対する総⼆酸化炭素(CO2)排出量であり、環境保全への取組み度合い
を表す指標の⼀つである。
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 2　業務指標とその定義（4）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

B304 4003
再⽣可能エネルギー利⽤率（％）
　=(再⽣可能エネルギー設備の電⼒使⽤量/全施設
　　の電⼒使⽤量)×100

　全施設の電⼒使⽤量に対する再⽣可能エネルギーの利⽤の割合を⽰すもので、環境負
荷低減に対する取組み度合いを表す指標の⼀つである。
　⽔道事業では、エネルギー利⽤効率の向上とともに、未利⽤・再⽣可能エネルギーの活
⽤による環境負荷の低減を図る事も求められている。

B305 4004 浄⽔発⽣⼟の有効利⽤率（％）
　=(有効利⽤⼟量/浄⽔発⽣⼟量)×100

　浄⽔発⽣⼟量に対する有効利⽤⼟量の割合を⽰すもので、環境保全への取組み度合
いを表す指標の⼀つである。
　有効利⽤率を数値⽬標とすることで、環境活動（環境マネジメントシステムなど）を具体
的に実⾏できる。

B306 4005 建設副産物のリサイクル率（％）
　＝(リサイクルされた建設副産物量/建設副産物発⽣量)×100

　⽔道事業における⼯事などで発⽣する建設副産物のうち、リサイクルされた建設副産物
量の割合を⽰すもので、環境保全への取組み度合いを表す指標の⼀つである。
　リサイクル率を数値⽬標とすることで、環境活動（環境マネジメントシステムなど）を具体
的に実⾏できる。

B401 5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率（％）
　＝[(ダクタイル鋳鉄管延⻑+鋼管延⻑)/管路延⻑]×100

　全管路延⻑に対するダクタイル鋳鉄管・鋼管の割合を⽰すもので、管路の⺟材強度に視
点を当てた指標の⼀つである。
　埋設管がふくそう(輻輳)している路線、⾞両荷重の負荷が⼤きい路線においては、管⺟
材の強度が必要である。

B402 2107 管路の新設率（％）
  =(新設管路延⻑/管路延⻑)×100

　管路延⻑の対する1年間に新設した管路延⻑の割合を⽰すもので、管路整備度合いを
表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、給⽔区域内における未普及地区の解消、管網整備状況、ブロック化
の推進、⼆重化などを反映することができるものであり、⼗分に整備された⽔道事業体で
は、新設管路はバックアップ管路が中⼼となるため、⼩さい値になる。⼀⽅、宅地開発が進
んでいる地域の事業体では⾼くなる。

B501 2101
法定耐⽤年数超過浄⽔施設率（％）
　＝(法定耐⽤年数を超えている浄⽔施設能⼒/
　　　全浄⽔施設能⼒)×100

　全浄⽔施設能⼒に対する法定耐⽤年数を超過した浄⽔施設の浄⽔能⼒の割合を⽰す
もので、施設の⽼朽化度及び更新の取組み状況を表す指標の⼀つである。
　⼀般的に⽔道事業体が施設に対して不作為であると、この指標値は⾼くなり、いずれ更
新が問題となる。

B502 2102
法定耐⽤年数超過設備率（％）
　＝(法定耐⽤年数を超えている機械・電気・計装設備など
　　　の合計数/機械・電気・計装設備などの合計数)×100

　⽔道施設に設置されている機械・電気・計装設備の機器合計数に対する法定耐⽤年
数を超えている機器数の割合を⽰すものであり、機器の⽼朽度、更新の取組み状況を表
す指標の⼀つである。
　⼀般的に、⽔道事業体が設備に対して不作為であるとこの指標値は⾼くなり、いずれ更
新が問題となる。

B503 2103 法定耐⽤年数超過管路率（％）
　＝(法定耐⽤年数を超えている管路延⻑/管路延⻑)×100

　管路の延⻑に対する法定耐⽤年数を超えている管路の割合を⽰すものであり、管路の⽼
朽化度、更新の取組み状況を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、管路の更新率と密接な関わりをもち、通常、更新率が⾼ければ経年化
管路率は低くなる。

B504 2104 管路の更新率（％）
  =(更新された管路延⻑/管路延⻑)×100

　管路の延⻑に対する更新された管路延⻑の割合を⽰すもので、信頼性確保のための管
路更新の執⾏度合いを表す指標の⼀つである。
　この業務指標値が、毎年1％程度で推移している場合には、⽔道事業体における管路
更新事業規模がおおむね100年周期であると考えることができる。

B505 2105 管路の更⽣率（％）
　＝(更⽣された管路延⻑/管路延⻑)×100

　管路の延⻑に対する更⽣を⾏った管路の割合を⽰すもので、信頼性確保のための管路
維持の執⾏度合いを表す指標の⼀つである。

B601 2206 系統間の原⽔融通率（％）
　＝(原⽔融通能⼒/全浄⽔施設能⼒)×100

　全浄⽔施設能⼒に対する他系統からの融通可能な原⽔⽔量の割合を⽰すものであり、
⽔運⽤の安定性、柔軟性、及び危機対応性を表す指標の⼀つである。

B602 2207
浄⽔施設の耐震化率（％）
　=(耐震対策の施された浄⽔施設能⼒/全浄⽔施設能⼒)
    ×100

　全浄⽔施設能⼒に対する耐震対策が施されている浄⽔施設能⼒の割合を⽰すもので、
地震災害に対する浄⽔処理機能の信頼性・安全性を表す指標の⼀つである。
　震災時においても安定的に浄⽔処理を⾏うためには、着⽔井から浄⽔池までのきょ(渠)・
管路などを含む全ての施設において耐震⽔準を満たす必要がある。

B602-2 －

浄⽔施設の主要構造物耐震化率（％）
　＝[(沈でん・ろ過を有する施設の耐震化浄⽔施設能⼒1)+
　　ろ過のみ施設の耐震化浄⽔施設能⼒2)/全浄⽔施設能⼒]
　　×100
　注1)　沈でん・ろ過を有する施設の耐震化浄⽔施設能⼒
　　　　＝(耐震対策が施された沈でん池の浄⽔施設能⼒+
　　　　　耐震対策が施されたろ過池の浄⽔施設能⼒)/2
　　2)　ろ過のみ施設の耐震化浄⽔施設能⼒
　　　　＝耐震対策が施されたろ過池の浄⽔施設能⼒

　浄⽔施設のうち主要構造物である、沈でん池及びろ過池に対する耐震対策が施されて
いる割合を⽰すもので、B602(浄⽔施設の耐震化率)の進捗を表す指標である。
　震災時においても安定的に浄⽔処理を⾏うためには、着⽔井から浄⽔池までのきょ(渠)・
管路などを含む全ての施設において耐震⽔準を満たす必要があり、複数系統を保有する浄
⽔場では、系統ごとに耐震化を図ることが求められる。
　なお、この業務指標は、物理的な耐震性能を⽰すものであり、震災時における浄⽔処理
機能を表すものでないことに留意する必要がある。

B603 2208
ポンプ所の耐震化率（％）
　＝(耐震対策の施されたポンプ所能⼒/耐震化対象
　　　ポンプ所能⼒)×100

　耐震化対象ポンプ所能⼒に対する耐震対策が施されたポンプ所能⼒の割合を⽰すもの
で、地震災害に対するポンプ施設の信頼性・安全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、取⽔・導⽔・送⽔及び配⽔ポンプ所の耐震化状況を⽰すもので、ポン
プ井などを含めて、その施設全体としての耐震性を⽰す指標である。

B604 2209
配⽔池の耐震化率（％）
　=(耐震対策の施された配⽔池有効容量/配⽔池等有効容量)
　　×100

　全配⽔池容量に対する耐震対策の施された配⽔池の容量の割合を⽰すもので、地震
災害に対する配⽔池の信頼性・安全性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、震災時における安定的な⽔供給の確保を⽰す指標で、配⽔池の容量
⽐によって影響の⼤きさを⾒ることとした。耐震化対策が施された配⽔池の対象をランクAの
ものとしていることから、指標としては100％にならない。
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 2　業務指標とその定義（5）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

B605 2210 管路の耐震管率（％）
  =(耐震管延⻑/管路延⻑)×100

　導・送・配⽔管(配⽔⽀管を含む)全ての管路の延⻑に対する耐震管の延⻑の割合を⽰
すもので、地震災害に対する⽔道管路網の安全性、信頼性を表す指標の⼀つである。
　⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を耐震管に含める場合は、業務指標にアスタリスク(＊)をつけ
るものとした。

B606 － 基幹管路の耐震管率（％）
　＝(基幹管路のうち耐震管延⻑/基幹管路延⻑)×100

　基幹管路の延⻑に対する耐震管の延⻑の割合を⽰すものであり、地震災害に対する基
幹管路の安全性、信頼性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標の評価に当たっては、全管路を対象としたB605(管路の耐震管率)と併せ
て評価することが望ましい。
　⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を耐震管に含める場合は、業務指標にアスタリスク(＊)をつけ
るものとした。

B606-2 －
基幹管路の耐震適合率（％）
　＝(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延⻑/
　　　基幹管路延⻑)×100

　基幹管路の延⻑に対する耐震適合性のある管路延⻑の割合を⽰すもので、B606(基
幹管路の耐震管率)を補⾜する指標である。
　この業務指標は、B606の耐震管に加え、管路の布設された地盤条件(良い地盤・悪い
地盤)などを勘案して、耐震性能が評価された管種・継⼿を含めた指標である。
　⽔道配⽔⽤ポリエチレン管及びRRロング継⼿の硬質塩化ビニル管を、耐震適合性のある
管路延⻑に含める場合は、業務指標にアスタリスク(＊)をつけるものとした。

B607 －
重要給⽔施設配⽔管路の耐震管率（％）
　＝(重要給⽔施設配⽔管路のうち耐震管延⻑/
　　　重要給⽔施設配⽔管路延⻑)×100

　重要給⽔施設への配⽔管の総延⻑に対する耐震管延⻑の割合を⽰すもので、⼤規模
な地震災害に対する重要給⽔施設配⽔管路の安全性、信頼性を表す指標の⼀つであ
る。
　重要給⽔施設への配⽔管については、厚⽣労働省の“⽔道の耐震化計画策定指針”
(平成27年6⽉)において、基幹管路(導⽔管、送⽔管、配⽔本管)と同様の耐震性が求
められている。
　⽔道配⽔⽤ポリエチレン管を耐震管に含める場合は、業務指標にアスタリスク(＊)をつけ
るものとした。

B607-2 －
重要給⽔施設配⽔管路の耐震適合率（％）
　＝(重要給⽔施設配⽔管路のうち耐震適合性のある管路延⻑
　　　/重要給⽔施設配⽔管路延⻑)×100

　重要給⽔施設への配⽔管の延⻑に対する耐震適合性のある管路延⻑の割合を⽰すも
ので、B607(重要給⽔施設配⽔管路の耐震管率)を補⾜する指標である。
　この業務指標は、B607の耐震管に加え、管路の布設された地盤条件(良い地盤・悪い
地盤)などを勘案して、耐震性能が評価された管種・継⼿を含めた指標である。
　⽔道配⽔⽤ポリエチレン管及びRRロング継⼿の硬質塩化ビニル管を、耐震適合性のある
管路延⻑に含める場合は、業務指標にアスタリスク(＊)をつけるものとした。

B608 2216
停電時配⽔量確保率（％）
　＝(全施設停電時に確保できる配⽔能⼒/⼀⽇平均配⽔量)
　　　×100

　⼀⽇平均配⽔量に対する全施設が停電した場合に確保できる配⽔能⼒の割合を⽰す
ものであり、災害時・広域停電時における危機対応性を表す指標の⼀つである。

B609 2211
薬品備蓄⽇数（⽇）
　＝平均凝集剤貯蔵量/凝集剤⼀⽇平均使⽤量
⼜は　　平均塩素剤貯蔵量/塩素剤⼀⽇平均使⽤量

　浄⽔場で使う薬品の平均貯蔵量に対する⼀⽇平均使⽤量の割合を⽰すもので、災害
に対する危機対応⼒を表す指標の⼀つである。
　これらの薬品は、通常時だけでなく、注⼊強化、薬品の搬⼊が困難な災害時などにおい
ても対応できるように、常にある程度の余裕量を貯蔵しておく必要がある。

B610 2212 燃料備蓄⽇数（⽇）
　＝平均燃料貯蔵量/⼀⽇燃料使⽤量

　停電時においても⾃家発電設備で浄⽔場の稼働を継続できる⽇数を⽰すもので、災害
時の対応性を表す業務指標の⼀つである。
　地震時においては、燃料の搬⼊が困難になることもあるので、災害時などの停電予想期
間分を考慮して、貯蔵量を確保しておくことが望ましい。

B611 2205 応急給⽔施設密度（箇所/100km2）
　＝応急給⽔施設数/(現在給⽔⾯積/100)

　100km2当たりの応急給⽔施設数を⽰すもので、震災時などにおける飲料⽔の確保のし
やすさを表す指標の⼀つである。

B612 2213 給⽔⾞保有度（台/1,000⼈）
　＝給⽔⾞数/(現在給⽔⼈⼝/1,000)

　給⽔⼈⼝1,000⼈当たりの給⽔⾞保有台数を⽰すものであり、事故・災害などの緊急
時における応急給⽔活動の対応性を表す指標の⼀つである。

B613 2215 ⾞載⽤の給⽔タンク保有度（m3/1,000⼈）
　＝⾞載⽤給⽔タンクの容量/(現在給⽔⼈⼝/1,000)

　給⽔⼈⼝1,000⼈当たりの⾞載⽤給⽔タンク容量を⽰すものであり、主に⼤地震などが
発⽣した場合における応急給⽔活動の対応性を表す指標の⼀つである。

C101 3001
営業収⽀⽐率（％）
  =[(営業収益－受託⼯事収益/営業費⽤－受託⼯事費)]
　　×100

　営業収益の営業費⽤に対する割合を⽰すもので、⽔道事業の収益性を表す指標の⼀
つである。
　この業務指標は、値が⾼いほど営業利益率が⾼いことを⽰し、これが100％未満であるこ
とは、営業損失を⽣じていることを意味する。収益的収⽀が最終的に⿊字であるためには、
この値は100％を⼀定程度上回っている必要がある。

C102 3002
経常収⽀⽐率（％）
  =[(営業収益+営業外収益)/(営業費⽤+営業外費⽤)］
　　×100

　経常費⽤が経常収益によってどの程度賄われているかを⽰すもので、⽔道事業の収益性
を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、値が⾼いほど経常利益率が⾼いことを⽰し、これが100％未満であるこ
とは、経常損失が⽣じていることを意味している。
　なお､単年度ごとの判断だけではなく、料⾦算定期間（財政計画期間）内で経常収⽀
が100％を上回っていれば、良好な経営状態といえる。

C103 3003 総収⽀⽐率（％）
  =(総収益/総費⽤)×100

　総費⽤が総収益によってどの程度賄われているかを⽰すもので、⽔道事業の収益性を表
す指標の⼀つである。
　この業務指標が100％未満の場合は、収益で費⽤を賄えないこととなり、健全な経営と
は⾔えない。C102(経常収⽀⽐率)同様、数値が100％以上であることが望ましい。

C104 3004 累積⽋損⾦⽐率（％）
　＝[累積⽋損⾦/(営業収益－受託⼯事収益)]×100

　受託⼯事収益を除く営業収益に対する累積⽋損⾦の割合を⽰すもので、⽔道事業経
営の健全性を表す指標の⼀つである。
　累積⽋損⾦⽐率は0％であることが望ましい。
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 2　業務指標とその定義（6）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

C105 3005 繰⼊⾦⽐率(収益的収⼊分)（％）
　＝(損益勘定繰⼊⾦/収益的収⼊)×100

　収益的収⼊に対する損益勘定繰⼊⾦の依存度を⽰しており、事業の経営状況を表す
指標の⼀つである。

C106 3006 繰⼊⾦⽐率(資本的収⼊分)（％）
  =(資本勘定繰⼊⾦/資本的収⼊計)×100

　資本的収⼊に対する資本勘定繰⼊⾦の依存度を⽰しており、事業の経営状況を表す
指標の⼀つである。
　⽔道事業は、通常、⽔道料⾦を主な収⼊源とする独⽴採算制であり、その観点からは、
基本的にこの指標の値は低い⽅が望ましいといえる。

C107 3007 職員⼀⼈当たり給⽔収益（千円/⼈）
　＝給⽔収益/損益勘定所属職員数

　損益勘定職員⼀⼈当たりの給⽔収益を⽰すもので、⽔道事業における⽣産性について
給⽔収益を基準として把握するための指標であり、この数値が⾼いほど職員の⽣産性が⾼
いといえる。

C108 3008 給⽔収益に対する職員給与費の割合（％）
　＝(職員給与費/給⽔収益)×100

　給⽔収益に対する職員給与費の割合を⽰すもので、⽔道事業の収益性を表す指標の
⼀つである。
　給⽔収益は様々な給⽔サービスに充てられるため、職員給与費の上昇によってこの指標
が⾼くなることは好ましくない。

C109 3009 給⽔収益に対する企業債利息の割合（％）
　＝(企業債利息/給⽔収益)×100

　給⽔収益に対する企業債利息の割合を⽰すもので、⽔道事業の効率性及び財務安全
性を表す指標の⼀つである。
　企業債利息が少ないほど、財源を⽔道サービスの向上に振り向けられることを意味するこ
とから、この指標は、数値が⼩さい⽅が望ましいといえる。

C110 3010 給⽔収益に対する減価償却費の割合（％）
  =(減価償却費/給⽔収益)×100

　給⽔収益に対する減価償却費の割合を⽰すもので、⽔道事業の収益性を表す指標の
⼀つである。
　この業務指標は、事業経営の安定性(施設更新費⽤の確保)の観点から、年度間の格
差が⼩さいことが望ましい。

C111 3011
給⽔収益に対する建設改良のための企業債償還元⾦
の割合（％）
　＝(建設改良のための企業債償還元⾦/給⽔収益)×100

　給⽔収益に対する建設改良のための企業債償還元⾦の割合を⽰すもので、建設改良
のための企業債償還元⾦が経営に及ぼす影響を表す指標の⼀つである。

C112 3012 給⽔収益に対する企業債残⾼の割合（％）
　=(企業債残⾼/給⽔収益)×100

　給⽔収益に対する企業債残⾼の割合を⽰すもので、企業債残⾼が規模及び経営に及
ぼす影響を表す指標の⼀つである。
　企業債残⾼は少ない⽅が好ましいが、⽔道事業が、起債によって世代間の負担の公平
化を⾏い、⻑期的視点に⽴った経営を⾏うという点では、⼀定程度、企業債残⾼があるの
はやむを得ないし、必要ともいえる。

C113 3013 料⾦回収率（％）
  =(供給単価/給⽔原価)×100

　給⽔原価に対する供給単価の割合を⽰すもので、⽔道事業の経営状況の健全性を表
す指標の⼀つである。
　この業務指標は、C114(供給単価)とC115(給⽔原価)との関係を表しており、100％
を下回っている場合、給⽔にかかる費⽤が料⾦収⼊以外の収⼊で賄われていることを意味
する。

C114 3014 供給単価（円/m3）
　＝給⽔収益/年間総有収⽔量

　有収⽔量1m3当たりの給⽔収益の割合を⽰すもので、⽔道事業でどれだけの収益を得
ているかを表す指標の⼀つである。

C115 3015
給⽔原価（円/m3）
　＝[経常費⽤－(受託⼯事費＋材料及び不⽤品売却原価
　　　＋附帯事業費＋⻑期前受⾦戻⼊)]/年間有収⽔量

　有収⽔量1m3当たりの経常費⽤(受託⼯事費等を除く)の割合を⽰すもので、⽔道事業
でどれだけの費⽤がかかっているかを表す指標の⼀つである。

C116 3016 1か⽉10m3当たり家庭⽤料⾦（円）
　（料⾦表による）

　１か⽉に10m3使⽤した場合における⽔道料⾦を⽰し、契約者の経済的利便性を表す
指標の⼀つである。

C117 3017 1か⽉20m3当たり家庭⽤料⾦（円）
　（料⾦表による）

　１か⽉に20m3使⽤した場合における⽔道料⾦を⽰し、契約者の経済的利便性を表す
指標の⼀つである。

C118 3022 流動⽐率（％）
　＝(流動資産/流動負債)×100

　流動負債に対する流動資産の割合を⽰すものであり、事業の財務安全性を表す指標の
⼀つである。
　流動⽐率は、100％以上であることが必要であり、100％を下回っていれば、不良債務
が発⽣している可能性が⾼い。⺠間企業においては、流動⽐率は200％以上が望ましいと
されている。

C119 3023
⾃⼰資本構成⽐率（％）
　＝[(資本⾦＋剰余⾦＋評価差額など＋繰延収益)/
　　　負債・資本合計]×100

　総資本(負債及び資本)に対する⾃⼰資本の割合を⽰しており、財務の健全性を表す指
標の⼀つである。

C120 3024
固定⽐率（％）
　＝[固定資産/(資本⾦＋剰余⾦＋評価差額など
　　　＋繰延収益)]×100

　⾃⼰資本に対する固定資産の割合を⽰すものであり、財務の安定性を表す指標の⼀つ
である。
　⼀般的に、この⽐率が100％以下であれば、固定資本への投資が⾃⼰資本の枠内に収
まっていることになり、財務⾯で安定的といえる。

C121 3025
企業債償還元⾦対減価償却費⽐率（％）
　＝(建設改良のための企業債償還元⾦/当年度減価償却費)
　　×100

　当年度減価償却費に対する企業債償還元⾦の割合を⽰すもので、投下資本の回収と
再投資との間のバランスを⾒る指標である。
　⼀般的に、この指標が100％を超えると、再投資を⾏うに当たって企業債などの外部資
⾦に頼らざるを得なくなり、投資の健全性は損なわれることになる。

C122 3026
固定資産回転率（回）
　=(営業収益－受託⼯事収益)/[(期⾸固定資産
　　＋期末固定資産)/2]

　固定資産(年度平均)に対する営業収益の割合を⽰すものであり、1年間に固定資産額
の何倍の営業収益があったかを⽰す指標である。
　⽔道事業はいわゆる装置産業であることから、固定資産回転率は重要な指標といえる。
回転率が⾼い場合は、施設が有効に稼働し、資本が有効に活⽤されていることを⽰し、⼀
⽅、低い場合は、⼀般に過⼤投資になっており、投下資本が有効活⽤されていないと⾒る
ことができる。
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 2　業務指標とその定義（7）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

C123 3027 固定資産使⽤効率(m3/万円)
  =年間配⽔量/有形固定資産

　有形固定資産に対する年間総配⽔量の割合を⽰すもので、施設の使⽤効率を表す指
標の⼀つである。
　この業務指標は、数値が⼤きいほど施設が効率的であることを意味し、数値が低い場合
は、資産の効率的活⽤についての検討を要する。

C124 3109 職員⼀⼈当たり有収⽔量（m3/⼈）
　＝年間総有収⽔量/損益勘定所属職員数

　1年間における損益勘定職員⼀⼈当たりの有収⽔量を⽰すもので、⽔道サービスの効率
性を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、数値が⾼い⽅が事業効率がよいといえる。

C125 5005 料⾦請求誤り割合（件/1,000件）
　＝誤料⾦請求件数/(料⾦請求件数/1,000)

　料⾦請求総件数に対する誤請求の件数の割合を⽰すもので、料⾦関連業務の適正度
を表す指標の⼀つである。

C126 5006 料⾦収納率（％）
　＝(料⾦納⼊額/調定額)×100

　1年間の⽔道料⾦総調定額に対して、決算確定時点において納⼊されている収⼊額の
割合を⽰すもので、⽔道事業の経営状況の健全性を表す指標の⼀つである。

C127 5007 給⽔停⽌割合（件/1,000件）
　＝給⽔停⽌件数/(給⽔件数/1,000)

　給⽔件数に対する給⽔停⽌件数の割合を⽰すもので、⽔道料⾦の未納状況の度合い
を⾒る指標の⼀つである。

C201 3101 ⽔道技術に関する資格取得度（件/⼈）
　＝職員が取得している⽔道技術に関する資格数/全職員数

　職員が取得している⽔道技術に関する資格数の全職員に対する割合を⽰すものである。
　この業務指標は、専⾨知識のある⽔道技術者の確保、育成を⾏う上での⼀つの⽬安と
なる。

C202 3103 外部研修時間（時間/⼈）
　=(職員が外部研修を受けた時間×受講⼈数)/全職員数

　職員⼀⼈当たりの外部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取
組み状況を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、⼈材育成に対する⼈的投資の度合いを⽰す。
　研修は、個⼈的な⾃⼰研修なども含め幅広く⾏われているが、対象範囲の選択が困難
であるため、この業務指標では、⽔道事業体が必要と認めたものに限定した。

C203 3104 内部研修時間（時間/⼈）
　=(職員が内部研修を受けた時間×受講⼈数)/全職員数

　職員⼀⼈当たりの内部研修の受講時間を表すもので、技術継承及び技術向上への取
組み状況を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、⼈材育成に対する⼈的投資の度合いを⽰す。
　職員数が減少していく中にあっては、技術・ノウハウを継承し、職員⼀⼈ひとりのスキルを向
上させることが必要であり、その⼿段として、内部研修が重要である。

C204 3105 技術職員率（％）
　＝(技術職員数/全職員数)×100

　全職員数に対する技術職員の割合を⽰すもので、技術⾯での維持管理体制を表す指
標の⼀つである。
　⽔道事業における技術的業務の重要性から、政令指定都市などの⼤規模⽔道事業体
では、事務職員数と同程度の⼈数を確保していることが多い。技能系職員の割合が多い
事業体では、相対的にこの指標が低くなることがある。

C205 3106 ⽔道業務平均経験年数（年/⼈）
　＝職員の⽔道業務経験年数/全職員数

　全職員の⽔道業務平均経験年数を表すもので、⼈的資源としての専⾨技術の蓄積度
合いを表す指標の⼀つである。
　⼀般的には、この数値が⼤きい⽅が、職員の⽔道事業に関する専⾨性が⾼いと考えられ
るため、⽔道事業体としては好ましい。

C206 6001 国際協⼒派遣者数（⼈・⽇）
　＝Σ(国際協⼒派遣者数×滞在⽇数)

　国際協⼒に派遣された⼈数とその滞在⽇数の積で、国際協⼒への関与の度合いを表す
指標の⼀つである。
　この業務指標は、国際協⼒をしているか否かを⾒るものである。

C207 6101 国際協⼒受⼊者数（⼈・⽇）
　＝Σ(国際協⼒受⼊者数×滞在⽇数)

　受け⼊れた海外の⽔道関係者の⼈数と滞在⽇数の積で、国際協⼒への関与の度合い
を表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、国際協⼒をしているか否かを⾒るものである。

C301 5008 検針委託率（％）
　＝(委託した⽔道メーター数/⽔道メーター設置数)×100

　⽔道メーター設置数に対する検針委託している⽔道メーター数の割合を⽰すもので、業
務委託の度合いを表す指標の⼀つである。
　⽔道メーターは、主に毎⽉⼜は毎隔⽉に検針される。

C302 5009
浄⽔場第三者委託率（％）
　＝(第三者委託した浄⽔場の浄⽔施設能⼒/
　　　全浄⽔施設能⼒)×100

　全浄⽔場の浄⽔施設能⼒のうち、第三者委託している浄⽔場の浄⽔施設能⼒の割合
を⽰すもので、第三者委託の導⼊状況を表す指標の⼀つである。
　第三者委託は受託者に責任が伴うので、単なる形式的な契約ではなく、実質が伴ってい
ることが重要である。

C401 3201 広報誌による情報の提供度（部/件）
　=広報誌などの配布部数/給⽔件数

　給⽔件数に対する広報誌などの発⾏部数の占める割合を⽰すもので、お客さまへの事業
内容の公開度合いを表す指標の⼀つである。
　この業務指標は、広報の活動状況を⽰すものであり、広報媒体として、⽔道事業におけ
る主要な広報活動の⼀つである⽂書に限定した。

C402 － インターネットによる情報の提供度（回）
　＝ウェブページへの掲載回数

　インターネット(ウェブページ)による⽔道事業の情報発信回数を表すもので、お客さまへの
事業内容の公開度合いを表す指標の⼀つである。

C403 3204 ⽔道施設⾒学者割合（⼈/1,000⼈）
　=⾒学者数/(現在給⽔⼈⼝/1,000)

　給⽔⼈⼝に対する⽔道施設⾒学者の割合を⽰すもので、お客さまとの双⽅向コミュニ
ケーションの推進度合いを表す指標の⼀つである。
　⽔道法では、⽔道事業体に、⽔道事業についての情報をお客さまに提供することを義務
付けでおり、様々な媒体を通じて情報提供が⾏われている。

C501 3202 モニタ割合（⼈/1,000⼈）
　=モニタ⼈数/(現在給⽔⼈⼝/1,000)

　現在給⽔⼈⼝に占めるモニタ⼈数の割合を表すもので、お客さまとの双⽅向コミュニケー
ションの推進度合いを表す指標の⼀つである。
　モニタに対する調査は、⼀般市場調査と⽐較して、より深いニーズの把握が可能となる。
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 2　業務指標とその定義（8）
新番号 旧番号 業務指標／説明変数の定義 解　　　　　　　　　　説

C502 3203 アンケート情報収集割合（⼈/1,000⼈）
　=アンケート回答⼈数/(現在給⽔⼈⼝/1,000)

　給⽔⼈⼝に対する1年間に実施したアンケート調査に回答した⼈数の割合を⽰し、お客さ
まのニーズの収集実⾏度を表す指標の⼀つである。
　アンケートの実施に当たっては、統計上、誤差の⽣じない程度の調査対象数が必要であ
り、質問はできるだけ客観性をもたせる必要があることに留意する。

C503 3112 直接飲⽤率（％）
　＝(直接飲⽤回答数/アンケート回答数)×100

　⽔道⽔を飲⽤としているお客さまの割合を⽰すものであり、⽔道⽔の飲み⽔として評価を
表す指標の⼀つである。
　近年は、⽣活習慣の変化、ボトルウォーターの普及などによって、⽔道⽔を飲む⼈の割合
が低下してきており、この指標が⾼いほど、⽔道⽔の飲み⽔として評価が⾼いということにな
る。
　算出に当たっては、アンケートなどの調査を実施する必要がある。

C504 3205 ⽔道サービスに対する苦情対応割合（件/1,000件）
　=⽔道サービス苦情対応件数/(給⽔件数/1,000)

　給⽔件数に対する⽔道サービスに関する苦情対応件数の割合を⽰すもので、⽔道サービ
ス向上に対する取組み状況を表す指標の⼀つである。
　⽔道サービスに対する苦情は、検針、料⾦、⼯事、断⽔・濁⽔、接客態度に関するもの
など様々なものがある。

C505 3206 ⽔質に対する苦情対応割合（件/1,000件）
　=⽔質苦情対応件数/(給⽔件数/1,000)

　給⽔件数に対する、⽔道⽔の⽔質に関する苦情対応件数の割合を⽰すもので、⽔道⽔
質の向上に対する取組み状況を表す指標の⼀つである。

C506 3207 ⽔道料⾦に対する苦情対応割合（件/1,000件）
　=⽔道料⾦苦情対応件数/(給⽔件数/1,000)

　給⽔件数に対する⽔道料⾦に関する苦情対応件数の割合を⽰すもので、お客さまの⽔
道料⾦への満⾜度を表す指標の⼀つである。
　⽔道料⾦に関する苦情は、料⾦⽔準に対する苦情だけでなく、⽀払⽅法、⽀払時期に
関するものなど多岐にわたる。

出典︓JWWA Q 100︓2016　⽔道事業ガイドライン（公益社団法⼈　⽇本⽔道協会）
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  3　⽤語解説（1）
⽤語等 解　　　　　　　　説

ＡＩ
（アーティフィシャルインテリジェンス）

⼈⼯知能の略称。⼈間の持つ⾔語・視覚の理解、判断⼒、学習能⼒などの知的機能をコンピュータに代⾏させ、実現
するための研究分野のこと。昭和31（1956）年にMinskyらによりAIが提唱されて以来、様々な試みがなされたが、
知識⼯学とよばれる実⽤指向のAI研究へとその重点が引き継がれてきた。応⽤開発の代表的なものとして、ある分野の
知識を問題解決に活⽤するエキスパートシステム、⼈間の持つあいまいさを応⽤したファジィ制御が実⽤期に⼊り、また、
画像・⾳声・⾃然⾔語の認識理解の応⽤事例も増加している。今後⼈間の神経細胞の構造に注⽬したニューロ技術
などの研究の進化、AI技術の統合化、ハードウェアの性能向上などにより⼀層の発展が期待される。⼈⼯知能の基礎で
ある知識の扱いには、従来のプログラミング⾔語にはない記号処理や述語論理の処理が必要である。⼈⼯知能⽤のプロ
グラミング⾔語としては、Lisp⾔語、Prolog⾔語などがある。

ＤＸ
（デジタルトランスフォーメーション）

企業が外部エコシステム（顧客、市場）の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム（組織、⽂化、従業員）の変
⾰を牽引しながら、第3のプラットフォーム（クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術）を利⽤して、
新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両⾯での顧客エクスペリエンスの変⾰を図ることで
価値を創出し、競争上の優位性を確⽴すること。

ＧＸ
（グリーントランスフォーメーション）

脱炭素社会を実現するために温室効果ガスの排出削減を⽬的とし、化⽯燃料から太陽光発電や⾵⼒発電などの(再
⽣可能な)クリーンエネルギーを積極的に活⽤していくことで、脱炭素社会と経済成⻑を同時に実現させることを⽬指す
取り組み。

ＰＡＣ
（ポリアルミニウムクローライド）

昭和35（1960）年代、⽇本で開発された無機⾼分⼦凝集剤でアルミニウム塩、鉄塩などの無機凝集剤のうち、あら
かじめそれらを加⽔分解して重合させたものである。したがって、硫酸アルミニウムなどの低分⼦凝集剤に⽐べ、フロックの
形成が、注⼊後、短時間におこなわれるため、安定した凝集効果を得ることが出来る。

ＰＤＣＡサイクル
（プランドゥチェックアクトサイクル）

計画（Plan）、実⾏（Do）、評価（Check）、改善（Act）のプロセスを順に実施し、最後の改善を次の計画に
結び付け、らせん状に品質の維持・向上や継続的な業務改善活動などを推進するマネジメント⼿法。

ＰＦＩ
（プライベートファイナンスイニシアチブ）

公共事業を実施するための⼿法の⼀つ (Private-Finance-Initiative)。⺠間の資⾦と経営能⼒・技術⼒（ノウハ
ウ）を活⽤し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を⾏う公共事業の⼿法。あくまで地⽅公共団
体が発注者となり、公共事業として⾏うもの。

ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ
（ピーフォス・ピーフォア）

PFOSはペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAはペルフルオロオクタン酸の略称。主な⽤途として、PFOSは半導体⽤反
射防⽌剤やレジスト（電⼦回路基板を製造する際に表⾯に塗布する薬剤）、⾦属メッキ処理剤、泡消⽕薬剤等、
PFOAはフッ素ポリマー加⼯助剤、界⾯活性剤等に使⽤されている。どちらも令和2（2020）年に⽔道の⽔質管理⽬
標設定項⽬に位置づけられており、暫定⽬標値として50ng/L（PFOS及びPFOAの合算値）が設定された。また令
和8（2026）年4⽉より、⽔道事業者に対して⽔質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課される。

ＰＰＰ
（パブリックプライベートパートナーシップ）

官⺠パートナーシップ (public–private partnership)。⼩さな政府を志向し、「⺠間にできることは⺠間に委ねる」と
いう⽅針により、⺠間事業者の資⾦やノウハウを活⽤して社会資本を整備し、公共サービスの充実を進めていく⼿法。
具体的には、⺠間委託、指定管理者制度、PFI、⺠営化など。

ＳＤＧｓ
（サステナブルディベロップメントゴールズ）

持続可能な開発⽬標（SDGs:Sustainable Development Goals）とは、平成13（2001）年に策定されたミ
レニアム開発⽬標（MDGs）の後継として、平成27（2015）年9⽉の国連サミットで加盟国の全会⼀致で採択され
た「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を⽬
指す国際⽬標をいう。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰⼀⼈取り残さない（leave no one
behind）」ことを誓っている。

ＴＯＣ
（トータルオーガニックカーボン）

⽔中に含まれる有機物量の指標。下⽔や⼯場排⽔の混⼊により増加することがある。⽔道⽔では、数値が⾼いほど苦
み、渋み等を付ける。

ＷＰＰＰ
（ウォーターパブリックプライベートパート
ナーシップ）

⽔道、下⽔道、⼯業⽤⽔道等について、PPP/PFI推進アクションプラン期間の10年間（令和4（2022）年〜令和
13（2031）年）において、コンセッションに段階的に移⾏するための官⺠連携⽅式（管理・更新⼀体マネジメント⽅
式）を公共施設等運営事業と併せて「ウォーターPPP」という。

アセットマネジメント
資産を効率的に管理すること。⽔道においては、「⽔道ビジョンに掲げた持続可能な⽔道事業を実現するために、中⻑
期的な視点に⽴ち、⽔道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に⽔道施設を管理運営する体系化さ
れた実践活動」を指す。

アルミニウム 地球上に広く分布し、⼟壌中に豊富に含まれる⾦属元素。⾃然⽔中の含有量は少量だが、鉱⼭廃⽔、⼯場排⽔、温
泉⽔などから混⼊する。浄⽔場では凝集剤として使われているが、汚泥として浄⽔場外へ排出される。

⼀⽇最⼤配⽔量 単位当りの配⽔量のこと。年間の⼀⽇配⽔量のうち最⼤のものを⼀⽇最⼤配⽔量（m3/⽇）といい、これを配⽔⼈⼝
で除したものを⼀⼈⼀⽇最⼤配⽔量（L/⼈/⽇）という。

【英数字】

【あ】
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  3　⽤語解説（2）
⽤語等 解　　　　　　　　説

⼀⽇平均配⽔量 単位当りの配⽔量のこと。年間総配⽔量を年⽇数で除したものを⼀⽇平均配⽔量（m3/⽇）といい、これを配⽔⼈
⼝で除したものを⼀⼈⼀⽇平均配⽔量（L/⼈/⽇）という。

岩⼿県⽔道基盤強化計画
⽔道基盤強化のために必要と認めるときに岩⼿県が策定することができるもの。（⽔道法5条の3）岩⼿県⽔道広域
化推進プランを引き継ぎ、「新いわて⽔道ビジョン」の内容を充実・具体化し、時期⽔道ビジョンとの統合を図る計画。策
定時期は未定。

岩⼿県⽔道広域化推進プラン

県⺠の⽣活に必要不可⽋なライフラインとして⽔道事業の持続的な経営を確保していくためには、中⻑期の経営⾒通し
に基づく経営基盤の強化を進める必要あり、そのため県内の⽔道事業等について、現状分析・将来推計や広域連携シ
ミュレーションなどを通じ、市町村の区域を越えた多様な広域連携を推進する⽅策を⽰す「岩⼿県⽔道広域化推進プラ
ン」が策定されている。

岩⼿中部⽔道企業団

北上市、花巻市及び紫波町内の約84,000世帯に⽔道⽔を供給する⼀部事務組合である。平成25（2013）年
10⽉11⽇に設⽴し、平成26（2014）年４⽉１⽇から事業を開始している。
⽔道企業団とは、地⽅公共団体の事務をほかの地⽅公共団体と共同で処理するために設ける⼀部事務組合で、⽔
道、ガス、電気事業など地⽅公営企業の経営に関する事務を共同処理する場合、これを「企業団」という。

鉛管

柔軟性に富み、加⼯が容易なことから古くから使⽤されてきたが、外傷に弱く、アルカリに侵されるため、コンクリート中への
埋設には適していない。また、昭和55（1980）年代後半には、⽔道⽔中への鉛の溶出に対してWHOなどによる量
的規制が厳しくなっており、これに対応するため、外⾯被覆と同時に内⾯にポリエチレン粉体を融着被覆したライニング鉛
管が開発された。

応急給⽔

地震、渇⽔及び配⽔施設の事故などにより、⽔道による給⽔ができなくなった場合に、被害状況に応じて拠点給⽔、運
搬給⽔及び仮設給⽔などにより、飲料⽔を給⽔することである。拠点給⽔は、断⽔地区に対してあらかじめ指定した浄
⽔場、給⽔所などの⽔道施設や地域の状況に応じて設置された耐震性貯⽔槽などの給⽔槽を基地とするものである。
運搬給⽔は、給⽔⾞、給⽔タンク搭載⾞及びポリタンクにより飲料⽔を運搬し供給する。仮設給⽔は、応急復旧した
⽔道管に仮設給⽔栓を設置して給⽔する。応急給⽔については、これらの給⽔⽅法を効率的に組み合わせることが重
要である。耐震性貯⽔槽の容量は、避難計画区域内の給⽔⼈⼝や想定被害状況などを考慮して決定する。災害に
よる避難住⺠の応急給⽔量としては、⽣命維持に必要な⽔量として⼀⼈⼀⽇３Lを基本⽔量とし、最低３⽇間程度
を⾒込んで算定する。

簡易⽔道 簡易⽔道事業の⽤に供する⽔道をいい（⽔道法施⾏令第３条第２項）、計画給⽔⼈⼝が5,000⼈以下の⽔道
である。

企業債 ⼤規模な資産を取得するため、国や地⽅⾃治体などから借り⼊れる⻑期の借⼊⾦。また、企業債（元⾦分）は、資
本的⽀出として定期的に償還（返済）されていき、その未償還分は企業債残⾼と呼ばれる。

企業債残⾼対給⽔収益⽐率 給⽔収益に対する企業債残⾼の割合であり、企業債残⾼の規模を表す。
　　企業債現在⾼合計／給⽔収益×100

起債 地⽅公共団体においては、予算で定める起債の⽬的、限度額、起債の⽅法、利率及び償還の⽅法の範囲内で、地
⽅債を起こすこと（地⽅⾃治法230条）。

基本理念 あることに対する根本的な考え⽅。物事のあるべき状態についての基本的な考え。

給⽔原価 有収⽔量1m3をつくるために必要な費⽤。
　＝（経常費⽤－（受託⼯事費＋材料売却費＋附帯事業費））[円]／有収⽔量[m3]

給⽔収益
⽔道事業会計における営業収益の１つであり、公の施設としての⽔道施設の使⽤について徴収する使⽤料（地⽅⾃
治法225条）をいう。⽔道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益である。通常、⽔道料⾦として収⼊となる
収益がこれに当たる。

供給単価 有収⽔量1m3の供給で得られる収益。
　＝給⽔収益[円]／有収⽔量[m3]

業務指標 PIともいう。「⽔道事業ガイドライン」によると、⽔道サービスの⽬的を達成し、サービス⽔準を向上させるために、⽔道事
業全般について多⾯的に定量化するもの。

【か】
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  3　⽤語解説（3）
⽤語等 解　　　　　　　　説

クラウド⽅式 データやソフトウェアをインターネット上のサーバに保管し、必要なときにアクセスできるようにする仕組み。⾃⾝のパソコンや
庁舎内のサーバに依存せず、データアクセスが可能となる。

クリプトスポリジウム

原⽣動物（寄⽣⾍学では原⾍類という）アピコンプレックス亜⾨胞⼦⾍綱真コクシジウム⽬クリプトスポリジウム科の唯
⼀の属。腸管に感染して下痢を起こす病原微⽣物で、ヒトに感染するのはおもにCryptosporidium parvum であ
る。⽔系感染することが認識されたのは昭和55（1980）年代になってからであるが、それ以降、汚染された⽔道⽔を
原因とする⼤規模な集団感染をたびたび引き起こしている。平成８（1996）年６⽉に埼⽟県越⽣町で町営⽔道⽔
が原因となった⼤規模な集団感染を引き起こしたことから、その対策の重要性が認識され、厚⽣省（現厚⽣労働省）
は「⽔道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を全国に通知し、濁度0.1度以下での濾過⽔管理などの対策を
取ることを求めている。

経常収⽀⽐率
経常費⽤（営業費⽤＋営業外費⽤）に対する経常収益（営業収益＋営業外収益）の割合。
　＝（経常収益÷経常費⽤）×100［％］
この数値が100％を超える場合は単年度⿊字を、100％未満の場合は単年度⾚字を表すことになる。

県南広域ブロック
「新いわて⽔道ビジョン」において、地勢、⽔源等の⾃然条件や広域的⽔利⽤の可能性を考慮し、広域振興局管轄区
域を基に５つの圏域（広域ブロック）が設定されている。県南広域ブロックは、主に北上川本流及び和賀川、猿ヶ⽯川
等の北上川⽀流や胆沢ダム、地下⽔を⽔源として取⽔している⽔道事業者が属する9市町から構成されている。

広域⽔道
広域⽔道は、市町村の⾏政区域を越えた広域的⾒地から経営される⽔道をいう。市町村単位で⽔道事業を経営す
るよりは、⽔道を地域的に広域化することにより、⽔資源の広域的利⽤や重複投資を排した施設の合理的利⽤による
給⽔の安定化と財政基盤の強化が図られるとの考え⽅に基づくものである。

合計特殊出⽣率 「15〜49歳までの⼥性の年齢別出⽣率を合計したもの」で、「期間」、「コーホート」の２種類があり、⼀⼈の⼥性がその
年齢別出⽣率で⼀⽣の間に⽣むとしたときの⼦どもの数に相当する。

顧客満⾜度 消費者のニーズに応えるため、顧客の⽴場にたって、顧客の企業に対する満⾜度を調査数値化し、客観的に評価、分
析することによって、サービスの質の向上を⽬指す考え⽅。

コーホート要因法
コーホートの本来の意味は、群れ、集団のことで、⼈⼝学では、出⽣、結婚などの同時発⽣集団をいう。コーホート要因
法は、年齢コーホートの⾃然動態、社会動態に着⽬した推計⽅法であり、わが国の将来推計⼈⼝等で⽤いられてい
る。

コミュニティプラント

し尿処理を⽬的とし、あわせて⽣活雑排⽔を処理できる施設。「廃棄物の処理と清掃に関する法律」による⼀般廃棄
物処理計画に基づき市町村が設置するもので、計画⼈⼝は101⼈以上30,000⼈未満である。新規の住宅開発地
区や⼩集落等の⽣活排⽔の処理を担う施設として位置づけられている。⽬標処理⽔質は、し尿処理施設と同じであ
る。

最⼤稼働率

ある設備（機械、電気設備など）の１⽇当たり（１年間）最⼤運転時間とその設備の計画稼働時間に対する割合
を百分率で表したもの。
⽔道事業においては、次式で表される。
　最⼤稼働率（％）＝（⼀⽇最⼤給⽔量／⼀⽇給⽔能⼒）×100

シェアードサービス 複数の⾃治体や⽔道事業体が共同で業務を⾏うことで、業務の効率化やコスト削減を⽬指す⼿法。特に事業統合を
伴わない簡易な広域化の⼿法として注⽬されている。

⾊度 ⽔につく⾊の程度を⽰す。下⽔、⼯場排⽔の混⼊、鉄・マンガンによっても着⾊する場合がある。

指標菌
厳密には微⽣物指標として利⽤する細菌あるいは細菌群である指標細菌を指すが、酵⺟やカビからなる真菌を含めるこ
ともある。従来、⽔の⼀般的な汚染を知る⽬的では⼀般細菌が⽤いられ、糞便汚染を知る⽬的では⼤腸菌群、糞便
性⼤腸菌群、糞便性連鎖球菌などが⽤いられている。

取⽔施設

原⽔を取り⼊れるための施設総体をいう。河川⽔や湖沼⽔などの地表⽔の取⽔施設としては、取⽔堰、取⽔⾨、取⽔
塔、取⽔枠、取⽔管渠があり、地下⽔や伏流⽔の取⽔施設としては、浅井⼾、深井⼾、集⽔埋渠がある。取⽔施設
の設置にあたっては⽔質が良好であって計画取⽔量（計画⼀⽇最⼤給⽔量を基準とし、その他必要に応じた⽔量を
加算）が年間を通じて確実に取⽔できる地点、規模、取⽔⽅法、維持管理などを考慮して施設の計画をすることが必
要である。

【さ】
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  3　⽤語解説（4）
⽤語等 解　　　　　　　　説

受⽔

⽔道事業者が、⽔道⽤⽔供給事業から浄⽔（⽔道⽤⽔）の供給を受けること。また、⽔道事業者から供給される⽔
を利⽤者が⽔槽に受けることも「受⽔」という。⼀般に⾼層ビル、ホテル、プールなどの⼤⼝需要者に対しては、配⽔管の
⽔圧に影響を及ぼし、また⼗分な⽔圧が確保できないため受⽔槽⽅式が取られている。この場合、吐⽔⼝をもって⽔道
事業と切り離されている。

⼩規模ポンプ場
管路施設における「輸送システム」として位置付けられる。
⼩規模ポンプ場での分類では、主にマンホールポンプ施設は中継ポンプ場として位置付けされ、⽤途により①揚⽔ポンプ
場と②圧送ポンプ場に分けられる。

浄⽔施設
⽔源から送られた原⽔を飲⽤に適するように処理する施設。⼀般的に、凝集、沈澱、濾過、消毒などの処理を⾏う施
設をいう。浄⽔処理の⽅式は⽔源の種類によって異なるが、①塩素消毒のみの⽅式、②緩速ろ過⽅式、③急速ろ過
⽅式、④膜ろ過⽅式、⑤その他の処理、の⽅式のうち、適切なものを選定し処理する。

上⽔道（事業） ⽔道事業のうち簡易⽔道を除いた給⽔⼈⼝が5,000⼈を超えるものを、上⽔道（事業）ということがあるが、厳密には
⽔道法で定義された概念ではない。

⼈⼝ビジョン
国や地⽅公共団体が策定する「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」の基礎となるもので、⼈⼝の現状を分析し、将来の⼈
⼝推移が地域に与える影響を評価するとともに、今後⽬指すべき⽅向性と将来の展望を住⺠と共有するための計画の
ことをいう。

新⽔道ビジョン
これまでの「⽔道ビジョン（平成16（2004）年策定、平成20（2008）年改訂）」を全⾯的に⾒直し、50年後、
100年後の将来を⾒据え、⽔道の理想像を明⽰するとともに、取り組みの⽬指すべき⽅向性やその実現⽅策、関係者
の役割分担を提⽰し策定された⽔道ビジョン。

⽔質基準

⽔を利⽤し、供給し、または排出する際に、標準とすべき基準。個々の⽬的に応じて基準内容は様々であり、また、基
準の形式及び制定主体もいろいろである。主な法的基準としては、⽔道法（⽔道⽔）、下⽔道法（公共下⽔道への
排除及び下⽔道終末処理放流⽔）、廃棄物処理法（し尿処理放流⽔）、⽔質汚濁防⽌法（特定施設排出
⽔）、環境基本法（⽔質環境基準）などがある。

⽔道 導管及びその他の⼯作物により、⽔を⼈の飲⽤に適する⽔として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設され
たものを除く（⽔道法３条１項）。⼯業⽤⽔道や下⽔道と区別し、上⽔道ともいう。

⽔道台帳

⽔道事業及び⽔道⽤⽔供給事業の事業認可または事業変更認可の申請書に添付することとされた様式指定の台
帳。昭和49（1974）年環⽔81号厚⽣省⽔道環境部⻑通達「⽔道法の施⾏について」の中で、⽔道事業及び⽔
道⽤⽔供給事業を経営していくために必要なすべての事項、⽔源、⽔道施設、⽔質、給⽔、財務などを記載する内容
となっている。

⽔道広域化推進プラン

⽔道事業の持続可能な経営を⽬指し、市町村の区域を超えた広域的な連携や統合を促進するための計画。少⼦⾼
齢化による⼈⼝減少や施設の⽼朽化、⼈材不⾜など、⽔道事業が抱える課題に対応するために重要な取り組み。
国⼟交通省では、総務省とともに市町村等の実施する⽔道事業について市町村の区域を越えた広域連携を推進する
ため、「⽔道広域化推進プラン」の策定について」（平成31（2019）年１⽉25⽇付け総財営第85号⽣⾷発第
0125第４号総務省⾃治財政局⻑、厚⽣労働省⼤⾂官房⽣活衛⽣・⾷品安全担当審議官通知。）において各都
道府県に対し、⽔道広域化推進プランを令和4年度末までに策定するよう要請している。

⽔道事業ガイドライン 平成17（2005）年1⽉に制定された⽇本⽔道協会（JWWA）規格。⽔道サービスの⽬的を達成し、サービス⽔準
を向上させるために、⽔道事業全般について多⾯的に定量化するものとして業務指標（PI）が定められている。

⽔道事業者 ⽔道法６条１項の規定による厚⽣労働⼤⾂の認可を受けて⽔道事業を経営する者をいい（同法３条５項）、慣
⽤的に⽔道事業体ともいう。⽔道事業は、原則として市町村が経営するものとされている。

⽔道事業ビジョン
（地域⽔道ビジョン）

各⽔道事業者等が、事業の現状と将来⾒通しを分析・評価した上で、⾃らの事業を取り巻く環境を総合的に分析した
上で、経営戦略を策定し、それを計画的に実⾏していくために、「新⽔道ビジョン」の⽅針を踏まえて⽬指すべき将来像
を描き、その実現のための⽅策等を含めた地域⽔道のビジョン。平成25（2013）年3⽉に厚⽣労働省から作成につ
いて通知が出された。

⽔道ビジョン

我が国の⽔道の現状と将来⾒通しを分析・評価し、⽔道のあるべき将来像について、すべての⽔道関係者が共通⽬標
を持って、その実現のための具体的な施策や⼯程を包括的に⽰すため、平成16（2004）年６⽉に策定した厚⽣労
働省健康局から発表された⽔道に関する将来ビジョン。その後、より充実した具体的な指針とするため、平成20
（2008）年に改訂。

⽔道標準プラットフォーム

⽔道事業者等が有する⽔道に関する設備・機器に係る情報や、事務系システムが取り扱うデータを横断的かつ柔軟に
利活⽤できる仕組み。平成28（2016）年度〜平成30（2018）年度で実証事業（経産省・厚労省が連携）を
⾏い、⽔道事業体・ベンダーの参画のもとデータ流通のためのルールが検討され、システム間のデータ連携を可能とする標
準仕様が策定された。

⽔理機能
⼗分な量の⽔道⽔を適正な圧⼒で供給することは、⽔道サービスの基本的要件である。しかし、管路が⽼朽化すれば
管内⾯に錆こぶが⽣じて⽔圧の低下や出⽔不良を招く。これらの障害に対する評価指標として⽔理機能があり、設計
流量を所要の圧⼒で送⽔する通⽔能⼒を⽰す。
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スマートメーター
スマートメーターとは、通信機能を備え各住居を訪問せずに検針データの把握が可能な⽔道メーターである。⼈⼝減少
社会において労働⼒の確保が課題とされる中、⽔道料⾦の検針業務の効率化、漏⽔箇所の早期発⾒、施設規模の
最適化、データの⾒える化等、⽔道事業の管理にとって様々な効果が期待される。

第三者委託
⽔道事業者、⽔道⽤⽔供給事業者、専⽤⽔道の設置者は、⽔道の管理に関する技術上の業務の全部または⼀部
を他の⽔道事業者、⽔道⽤⽔供給事業者または当該業務を実施できるだけの経理的・技術的基礎を有する者に委
託することができるものとした。

耐震診断

構造物の耐震性能を評価する⽅法で、概略的な⼀次診断と、より詳細な⽅法による⼆次診断がある。
⼀次診断は、診断の対象構造物を選定し、建設年代、準拠⽰⽅書、概略構造特性及び地盤条件等より、補強を必
要とする構造物を抽出し、⼆次診断は耐震性能の詳細検討を必要とする構造物を抽出する。⼆次診断は、⼀次診
断により構造性能の詳細検討が必要とされた構造物を対象とし、設計図書、地盤条件等をもとに、レベル１及びレベル
２地震動に対して所要の耐震性能を有しているか否かを診断する。ここでは、「構造物が損傷して修復不可能であって
も崩壊しないこと」を構造物の耐震性能の最低限の⽬標とし、必要に応じて対象物構造の現場計測、試験及び地盤
条件等の調査を⾏い、想定地震動強さに対する現存構造物の耐震性能を再設計や数値解析等により評価する。

⼤腸菌 ⼈や動物の腸管内に存在し、検出された場合は病原⽣物に汚染されている疑いがある。

ダウンサイジング 規模を縮⼩すること。コストダウンや効率化のために⼩型化すること。

ダクタイル鋳鉄管 鋳鉄に含まれる⿊鉛を球状化させたもので、鋳鉄に⽐べ、強度や靭性に富んでいる。施⼯性が良好であるため、現在、
⽔道⽤管として広く⽤いられている。

濁度 ⽔の濁りの程度を⽰す。河川⽔では降⾬や融雪等の影響で値が著しく変動する場合がある。

胆江圏域広域的⽔道
整備計画

平成22（2010）年度策定。
岩⼿県内陸南部の胆江広域⽔道圏（奥州市、⾦ケ崎町）における市町村合併、将来の⽔源として予定されている
胆沢ダム建設⼯事の⼯期延⻑やそれに伴う⽔道施設整備の繰延べ、⼈⼝減少などの⽔道事業を取り巻く環境の変
化に対応するとともに、平成21（2009）年度に策定された「岩⼿県⽔道整備基本構想」を踏まえて改定。

胆江広域⽔道⽤⽔供給事業
供給対象である奥州市（旧⽔沢市、旧江刺市、旧前沢町、旧胆沢町）及び⾦ケ崎町に⽔道⽤⽔を供給するため
に、昭和63（1988）年に旧胆江広域⽔道企業団を設⽴、胆沢ダムを⽔源とした胆江地区の広域⽔道として事業を
推進している。現在は、旧⾐川村の区域も含め、奥州⾦ケ崎⾏政事務組合が事業を引き継いでいる。

地域⽔道ビジョン
各⽔道事業者等が、事業の現状と将来⾒通しを分析・評価した上で、「⽔道ビジョン」の⽅針を踏まえて⽬指すべき将
来像を描き、その実現のための⽅策等を含めた地域⽔道のビジョン。平成17（2005）年10⽉に厚⽣労働省から作
成について通知が出された。

中⼩規模⽔道事業者 給⽔⼈⼝10万⼈未満程度の⽔道事業体を想定する。

貯⽔槽⽔道
⽔道事業の⽤に供する⽔道及び専⽤⽔道以外の⽔道であって、⽔道事業の⽤に供する⽔道から供給を受ける⽔のみ
を⽔源とするもの。簡易専⽤⽔道及び受⽔槽の有効容量10m3以下のもの（いわゆる⼩規模貯⽔槽⽔道）の総称
である。

直結給⽔
需要者の必要とする⽔量、⽔圧が確保できる場合に、配⽔管の圧⼒を利⽤して給⽔する⽅式。配⽔管圧⼒だけで末
端まで給⽔する直結直圧式給⽔と、配管途中に増圧設備を挿⼊して末端までの圧⼒を⾼めて給⽔する直結増圧式
給⽔がある。

継⼿

管と管の接合、管とバルブ類の接合など、管路に⽋くことのできない材料。種類が豊富で、種々の構造、性能をもったも
のがある。構造で分類すると、ネジ形、フランジ形、摺動形、溶接などがある。性能で分類すると、伸縮継⼿、可撓継
⼿、離脱防⽌継⼿、伸縮離脱防⽌継⼿、耐震継⼿などがある。また、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、塩化ビニル管など、各
管種別に分類される。いずれの継⼿も⽔密性が要求される。使⽤場所、使⽤⽬的に応じて継⼿を使い分ける必要があ
る。

逓増性料⾦体系
使⽤量の増加に伴い従量料⾦単価が⾼額となる料⾦（逓増料⾦）体系。この料⾦は、新規⽔源開発等に伴う費
⽤の上昇傾向を⼤⼝需要の料⾦に反映させることによって、⽔の合理的使⽤を促す需要抑制と⽣活⽤⽔の低廉化へ
の配慮などから設定されるものである。

鉄 鉱⼭廃⽔、⼯場排⽔から混⼊することがある。⾼濃度になると不快な臭味を与え、布地や器物などを⾚褐⾊に着⾊す
る場合がある。

【た】
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  3　⽤語解説（6）
⽤語等 解　　　　　　　　説

特定被災地⽅公共団体

東⽇本⼤震災に対処するため、地⽅公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加⼊者等についての負担
の軽減、農林漁業者、中⼩企業者等に対する⾦融上の⽀援等の特別の助成に関する措置について定めるもの。
「東⽇本⼤震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」において、⻘森県、岩⼿県、宮城県、福
島県、茨城県、栃⽊県、千葉県、新潟県及び⻑野県並びに東⽇本⼤震災による被害を受けた市町村で政令を定め
るものをいう。

配⽔ブロック
給⽔区域を配⽔池及び配⽔ポンプを核にいくつかの配⽔区域に分割し、さらにその中を配⽔ブロックに分割して、ブロック
ごとに⽔量及び⽔圧を管理をするシステムをいう。配⽔ブロックは、異常時における給⽔への影響範囲を少なくするため、
隣接する配⽔区域間や配⽔ブロック間は相互融通を可能としておく。

表流⽔ 地表⽔とほぼ同じ。特に⽔利⽤の観点から地下⽔に対していう。⼀般に河川⽔、湖沼⽔をいう。

負荷率
⼀⽇最⼤給⽔量に対する⼀⽇平均給⽔量の割合を表すもので、次式により算出する。
（⼀⽇平均給⽔量／⼀⽇最⼤給⽔量）×100
この⽐率は⽔道事業の施設効率を判断する指標の⼀つであり、数値が⼤きいほど効率的であるとされている。

プライマリーバランス
税収・税外収⼊と、国債費（国債の元本返済や利⼦の⽀払いに充てられる費⽤等）を除く歳出との収⽀のことを表
し、その時点で必要とされる政策的経費（社会保障や公共事業をはじめ様々な⾏政サービスを提供するための経費）
を、その時点の税収等でどれだけ賄えているかを⽰す指標。基礎的財政収⽀ともいう。

分散型システム 中⼭間地域等において⽤いられる⼩規模で簡易な⽔供給システム。

法定耐⽤年数 固定資産が、その本来の⽤途に使⽤できると⾒られる推定の年数を法律で定めたもの。

ポリエチレン管

プラスチック管の⼀種で、昭和37（1962）年頃から給⽔装置に使⽤され始めた。接合⽅法は熱融着による⽅法と機
械的に管を締めつけて接続する⽅法があり、管は軽量で耐寒性、耐衝撃性にすぐれる。⻑尺物であるため継⼿数が少
なく済み、施⼯性に優れている。また他の管種に⽐べ、可撓性に富んでおり、地盤変動に対して影響が少ないなどの特
徴を有しているが、有機溶剤、ガソリン等に侵されやすいので注意が必要である。

膜ろ過

原⽔を膜に通して、溶解性成分などの⼩さな不純物まで分離除去する浄⽔⽅法である。分離できる粒⼦径や分⼦量
により、0.01μm以上の粒⼦を分離できる精密ろ過膜、分⼦量1,000〜300,000程度まで分離できる限外ろ過膜、
分⼦量最⼤数百程度まで分離できるナノろ過膜などがある。ろ過するには吸引⽅式で－0.06MPa以上、加圧⽅式で
0.2〜1.5MPa程度が各種の膜で必要となる。

マッピングシステム
（GIS︓地理情報システム）

地理的な位置情報を⼿がかりに、⽂字や数字、画像などをコンピュータ上で関連付けして、視覚的に情報を総合管理
する技術の総称。場所などを座標軸でデータ化した地図上に、道路や建築物、⽔道管や電話線などのライフラインや⼟
地所有権情報を蓄積するシステムがあり、阪神淡路⼤震災においてはライフラインや被害復旧などを進める上で必要性
が強く認識された。⽔道では地図と管路情報を⼀元的に管理し、維持管理や災害対応、管網解析などを⾏うマッピング
システムがあり、同義語として⽤いられる。また、GPS衛星を⽤いた位置観測技術を応⽤したシステムも開発されつつあ
る。

マンガン 主として地質に起因し、鉱⼭廃⽔、⼯場排⽔等から混⼊することがある。⽔道⽔では、微量でも⾊度が増加したり、⿊
い⽔の原因になる場合がある。

有効⽔量
給⽔量の分析を⾏うにあたっては有効⽔量と無効⽔量に分類され、有効⽔量はさらに有収⽔量と無収⽔量に区分され
る。使⽤上有効と⾒られる⽔量が有効⽔量で、メータで計量された⽔量、もしくは需要者に到達したものと認められる⽔
量並びに事業⽤⽔量などをいう。

有効率 有効⽔量を給⽔量で除したもの（％）。⽔道施設及び給⽔装置を通して給⽔される⽔量が有効に使⽤されているか
どうかを⽰す指標であり、有効率の向上は経営上の⽬標となる。

有収⽔量 料⾦徴収の対象となった⽔量及び他会計等から収⼊のあった⽔量。

有収率 有収⽔量を給⽔量で除したもの（％）。給⽔量に対し、料⾦徴収の対象となった⽔量の割合。無効⽔量である漏⽔
等を少なくすることが効果が上がるとされている。

【は】
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  3　⽤語解説（7）
⽤語等 解　　　　　　　　説

累積⽋損⾦

営業活動の結果⽣じた⽋損は、⽋損⾦勘定を設けて経理する。⽋損⾦については、これを埋めるための⼿続きが必要
となる。当年度に⽋損⾦が⽣じた場合は、前年度から繰越利益があればその利益をもって埋め（地⽅公営企業法32
条の２）、残額があるときは利益積⽴⾦があればこれによって埋める（地⽅公営企業法施⾏令24条の３第１項）。
なお、まだ⽋損⾦に残額があれば議会の議決を経て資本剰余⾦をもって埋めることができる（同条第２項）。それで
も、まだ未処理⽋損⾦がある場合は、これを繰越⽋損⾦として翌年度へ繰り越す。これが多年度にわたって累積したも
のを累積⽋損⾦と呼んでいる。

累積⽋損⾦⽐率

営業収益に対する累積⽋損⾦の割合を⽰すもので、次式により算出する。
　［累積⽋損⾦／（営業収益－受託⼯事収益）］×100（％）
累積⽋損⾦が発⽣している以上、その企業の経営はすでに健全なものとはいえないが、その⽐率は累積⽋損⾦と営業
収益との関係から、経営の悪化状況を計測しようとするもので、数値が⾼いほど経営が悪化していることを⽰す。不良債
務⽐率とともに、地⽅公営企業の経営診断のポイントとされている。

※⽤語解説は、「⽔道⽤語辞典　第⼆版」（⽇本⽔道協会）の他、各省庁のHPから引⽤または参照した。
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